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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第　６　期 第　７　期 第　８　期 第　９　期 第　10　期

決算年月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月

売上高 （千円） 3,598,8737,754,3845,111,9884,286,7572,264,020

経常損失 （千円） 1,058,471534,7221,722,2751,643,129653,443

当期純損失 （千円） 3,764,5689,496,9276,067,4172,235,2501,101,906

純資産額 （千円） 1,392,6754,548,4582,430,571831,176△84,339

総資産額 （千円） 6,057,94811,513,4045,648,7783,846,697101,515

１株当たり純資産額 （円） 64,625.3332,799.886,248.20917.79 △31.46

１株当たり当期純損失 （円） 288,959.8386,415.7428,715.795,305.331,116.52

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 23.0 37.8 39.0 21.4 △86.7

自己資本利益率 （％） － － － － －

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 46,642△4,559,448△1,228,766△579,086△46,664

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △1,387,120△6,618,678△1,145,889△167,462△244,734

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 3,118,02710,678,9291,136,731602,759△436,203

現金及び現金同等物
の期末残高

（千円） 2,324,5852,123,388885,463741,673 14,071

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

（名） 40 (5) 97 (4) 71 (36)47 (56)15 (－)

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第６期、第７期、第８期、第９期及び第10期につきまして

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．自己資本利益率については、第６期、第７期、第８期、第９期及び第10期は当期純損失であるため記載しており

ません。

４．第７期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月９日)

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日)を適用しております。

５．平成17年９月30日付で、株式１株につき４株の株式分割を行っております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第　６　期 第　７　期 第　８　期 第　９　期 第　10　期

決算年月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月

売上高 (千円) 394,339228,010313,743 81,235 9,791

経常損失 (千円) 232,036508,649579,645633,594502,100

当期純損失 (千円) 3,260,7548,051,2176,912,2821,068,305672,030

資本金 (千円) 2,590,2476,710,7865,730,1254,018,2634,113,433

発行済株式総数 （株） 21,550 138,681352,243899,0272,799,677

純資産額 (千円) 1,673,8223,959,689665,829396,177 49,485

総資産額 (千円) 3,995,7548,320,7791,451,6861,075,265△86,084

１株当たり純資産額 (円) 77,671.6028,554.151,784.34435.96 △32.08

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当
額)

(円)
－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純損失 (円) 250,288.2173,260.7432,714.362,535.60680.94

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 41.9 47.1 42.4 36.5 △181.5

自己資本利益率 (％) － － － － －

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名) 9 (－) 14 (－) 8 (－) 5 (－) 15 (－)

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第６期、第７期、第８期、第９期及び第10期につきまして

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．自己資本利益率については、第６期、第７期、第８期、第９期及び第10期は当期純損失であるため記載しており

ません。

４．第７期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

５．平成17年９月30日付で、株式１株につき４株の株式分割を行っております。
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２ 【沿革】

当社グループは、平成10年７月に㈱アーティストハウス（現在の㈱アーティストハウスパブリッシャー

ズ）をエンターテインメントに関わる様々なコンテンツや商品を日本だけでなく、世界のユーザーに提供

することを目的として設立いたしました。

その後、平成17年９月に純粋持株会社制を導入し、コンテンツ、流通、ファインス事業を軸とする企業体に

移行いたしました。

㈱アーティストハウス設立以後の企業集団に係る経緯は、以下の通りであります。

年月 沿革

平成10年７月
㈱アーティストハウス設立（出版事業：資本金10百万円　平成14年５月にアーティストハウスパ

ブリッシャーズに商号変更）

平成11年９月 ㈱アーティストフィルム設立（映像事業：資本金10百万円）

平成12年２月 ㈱アーティストハウスの商号にて、当社を東京都渋谷区に設立（資本金30百万円）

平成12年４月 ㈱ファインドアウトレコードを設立（音楽事業：資本金10百万円）

平成12年９月 ㈱アーティストフィルム（映像事業）を株式交換により全株式取得

平成12年12月 ㈱アーティストハウスパブリッシャーズ（出版事業）の株式を取得して実質子会社化

平成13年５月
㈱ワンネイション（Eコマース事業）、㈱ブランケット（音楽事業）及び子会社である㈱アーティ

ストフィルム、㈱ファインドアウトレコードの４社を吸収合併

平成13年７月
㈱ミュージックマイン（音楽事業）及び㈱ミュージックマイン・アイディー（音楽事業）の全株

式を譲り受け子会社化

平成13年８月 新たなビジネスモデルのもとで㈱アーティストフィルムを設立（映像事業：資本金10百万円）

平成13年10月 ㈱クロスワープを設立（Eコマース事業：資本金10百万円）

平成14年８月 東京都渋谷区渋谷一丁目１番８号にグループ全社本店移転

平成15年８月 東京証券取引所マザーズ市場上場

平成15年９月 ㈱ミュージックマインと㈱ミュージックマイン・アイディーの全株式を譲渡

平成16年２月 ㈲シネマ・パリジャン（映画配給事業）の出資持分の98.9％を取得し子会社化

平成16年６月 ㈲シネマ・パリジャンを組織変更し㈱ワイズポリシーとする（資本金10百万円）

平成16年11月
㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズ（音楽事業）を合弁会社として設立（資本

金20百万円）

平成16年12月 ㈱アーティストハウスインベストメント（金融・投資事業）を設立（資本金100百万円）

平成16年12月 ㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズの第三者割当増資を引き受け子会社化

平成16年12月 ㈱翔年社（シニア向けエンターテイメント事業）を設立（資本金40百万円）

平成17年３月
㈱クロスワープが㈱ネットアーク（セキュリティマネジメント事業）の全株式を取得して子会社

化

平成17年５月 ㈱クロスワープが㈱ネットアークを吸収合併
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年月

平成17年６月 ㈱ツートップ（映像等パッケージソフトの二次流通事業）を株式交換により完全子会社化

平成17年７月 ㈱ミュージックランド（流通事業）の株式を取得して子会社化

平成17年７月 ㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズが㈱ＢＢＭＣに商号変更

平成17年７月 ㈱ワイズポリシーの全株式を譲渡

平成17年７月 ㈱クロスワープの全株式を譲渡

平成17年８月 ㈱アーティストハウスソリューションズ（ソリューション事業）を設立（資本金10百万円）

平成17年９月 ㈱アーティストハウスから㈱アーティストハウスホールディングスに商号変更

平成17年10月 Artist House Investment Asia Limited（金融・投資事業）を設立（資本金10,000HKD）

平成17年11月 ㈱ジーワン（テレビ番組制作）を株式交換により完全子会社化

平成17年12月 ㈱Ｆｏｕ（映像制作及び流通）を株式交換により完全子会社化

平成18年１月
Antiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.、C2C Time,Inc.（いずれも時計オークション事業）の50%

株式をそれぞれ取得して関係会社化

平成18年３月 ㈱アーティストハウスエンタテインメント（映像制作及び流通）を設立（資本金10百万円）

平成18年３月 ㈱アンティコルムジャパン（オークション事業）を設立（資本金10百万円）

平成18年６月 ㈱ＢＢＭＣの発行済株式の48.0％を追加取得し完全子会社化

平成18年12月 ㈱アーティストハウスソリューションズの全株式を譲渡

平成18年12月 ㈱アンティコルムジャパンの発行済株式の50.0％を譲渡し、持分法適用関連会社化

平成19年12月 ㈱翔年社の発行済株式の13.6％を追加取得し完全子会社化

平成20年５月 Antiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.の全株式を譲渡

平成20年８月 ㈱ジーワンの全株式を譲渡

平成20年10月
㈱ツートップ、㈱Fou、㈱翔年社、㈱アーティストハウスパブリッシャーズ、㈱ＢＢＭＣ、㈱アーティ

ストフィルムの全株式を譲渡

平成21年２月 ㈱ミュージックランドの全株式を譲渡

平成21年４月 当社東京証券取引所における上場廃止

平成21年８月 ㈱アーティストハウスホールディングスからＮＥＯ ＯＮＥホールディングスに商号変更
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社３社、関連会社１社（平成21年５月31日現在）で構成されております。当

社が持株会社としてグループ内関係会社の経営管理及び財務業務やグループ全体の経営戦略の立案・実施

を行っております。

グループ子会社については過去公表しておりますとおり、コンテンツ事業の撤廃方針に伴い、株式の売却

を行い、現在では一部コンテンツ事業及び小売流通等生活関連事業として㈱アーティストハウスエンタテ

インメント（注1）、ファイナンス事業として㈱アーティストハウスインベストメント及びArtist　House

Investment Asia Limited（注2）で構成されております。

　また、持分法適用関連会社として㈱アンティコルムジャパンが流通事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び主な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の３事業は「第５　経理の状況　１.（１）連結財務諸表　注記」に掲げる事業の種類別セグメント

情報の区分と同一であります。

① コンテンツ事業

当事業では、映像、音楽及び出版事業をおこなっておりましたが、当社コンテンツ事業撤退方針に基

づき、平成20年10月７日に㈱ツートップ、㈱Fou、㈱翔年社を、同年10月30日には㈱アーティストハウス

パブリッシャーズ、㈱アーティストフィルム、㈱BBMCの当社保有の全株式をそれぞれ売却し、現在では

㈱アーティストハウスエンタテインメントにおいてコンテンツ事業の一部を継続して行っておりま

す。同社においては、新たな事業として飲食店事業を展開する予定でありましたが、平成21年４月当社

上場廃止に伴い、飲食店事業の展開に支障をきたした為、改めて飲食店の事業展開に関しては見直す必

要が生じており、現在その他生活関連事業の展開を進めてまいります。

② 流通事業

当事業では、㈱ミュージックランドが店舗での楽器の小売を、㈱アンティコルムジャパンでは高額時

計オークション事業を行っておりましたが、㈱ミュージックランドについては平成21年２月27日に当

社保有の全株式を売却し、現在では㈱アンティコルムジャパン（持分法適用）のみとなっております。

③ その他事業

〔ファイナンス事業〕

㈱アーティストハウスインベストメントにつきましては、国内外の投融資事業を行っております。

当連結会計年度においては、経済状況の悪化の影響もあり、当社において有効な投資案件が見つから

ず、投資実績はありませんでした。

(注1)　㈱アーティストハウスエンタテインメントは平成21年6月に商号を㈱ＮＥＯ　ＯＮＥとし、本店所

在地を大阪市中央区に変更しております。

(注2)　Artist House Investment Asia Limitedにつきましては現在清算中であります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所 資本金
(百万円)

主要な
事業の内容

議決権の
所有割合(％) 関係内容

(１)連結子会社　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
㈱ＮＥＯ　ＯＮＥ
（旧㈱アーティストハウス
エンタテインメント）

大阪府　
中央区

10
コンテンツ事

業
100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱アーティストハウス
インベストメント

東京都
千代田区

100その他事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

Artist House
Investｍent
Asia Limited

Hong
Kong

10,000HKDその他事業 100.0資金援助あり

(２)持分法適用関連会社
㈱アンティコルム
ジャパン

東京都
千代田区

10 流通事業 50.0役員の兼任、資金援助あり

(注) １．主要な事業の内容欄には事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。
　 ３．㈱ＮＥＯ ＯＮＥは、平成21年6月に商号を㈱アーティストハウスエンタテインメントから変更し、本店所在地

を大阪市中央区に変更しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成21年５月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

コンテンツ事業 －　(－)

流通事業 －　(－)

その他事業 －　(－)

全社（共通） 15　(－)

合計 15　(－)

(注) １．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

３．従業員数が前連結会計年度に比べて32名減少いたしましたのは、主に子会社の売却によるものであります。

４．各事業の従業員については、全社（共通）の従業員が兼任して行っております。

　

(2) 提出会社の状況

(平成21年５月31日現在)

従業員数（名） 平均年齢(歳) 平均勤続年数（年） 平均年間給与(円)

15　(－) 43.53 0.83 4,719,876

(注) １．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

３．従業員数が前事業年度に比べて10名増加いたしましたのは、各子会社の兼任によるものであります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

業績等の概要については、「７　財政状態及び経営成績の分析」に記載しております。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入及び生産実績

当連結会計年度における仕入及び生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

　

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

コンテンツ事業 135,592 △77.6

流通事業 1,662,355 △34.9

その他事業 － △100.0

合計 1,797,947 △43.1

(注) １．金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　

(2) 受注状況

当社グループは受注生産を行っておりません。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

コンテンツ事業 169,186 △82.7

流通事業 2,094,833 △36.6

その他事業 － △100.0

合計 2,264,020 △47.2

(注) １．金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは、当連結会計年度においても、多額の当期純損失を計上することになりました。また、当社

は平成21年4月に東京証券取引所において上場廃止となり、当該状況を真摯に受け止め、下記の施策を行っ

てまいります。

① 当社グループの再編成

　これまで当社はコンテンツ事業主体のグループ構成を行っておりましたが、コンテンツ事業撤廃に伴

い、今後は小規模で機動的なグループ構成、経済状況の悪化にも対応できる組織体制および事業形態を

再構築し、新たなグループ企業体を構築してまいります。

② 新たな事業展開

　当社はこれまで、コンテンツ事業撤廃に伴い、今後は主たる事業として流通・生活関連事業を主軸とす

るため、これまでの当社の映像・音楽等の事業イメージを払拭する為、今般当社商号変更（株式会社Ｎ

ＥＯ ＯＮＥホールディングス）行い新体制を構築し、新たな事業展開を推進して参ります。具体的な新

たな事業としては、グループ子会社である㈱ＮＥＯ　ＯＮＥ（旧商号：㈱アーティストハウスエンタテ

インメント）により不動産関連及びＭ＆Ａ等の投資事業及び飲食店関連及び食品関連等の生活関連流

通業務をより発展的に展開してゆく所存であります。

　

EDINET提出書類

株式会社ＮＥＯ　ＯＮＥ　ホールディングス(E00742)

有価証券報告書

 10/100



４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 子会社に関するリスク

当社グループは様々な事業分野で事業活動を展開しており、子会社を含めたグループとしてコンプラ

イアンスをはじめとする目的達成のために適切な内部統制システムを構築し、運用すべく努力を続けて

おりますが、子会社における新たな事業を展開する場合には、事前のマーケティングリサーチをはじめ、

事業計画の立案の際には、リスク管理を含め慎重な協議が必要であり、当社グループとして過去の実績が

ない新たな事業に関しては予期せぬ費用の支出や売上予測と実績との差異による資金計画の変更が生じ

る可能性があります。

(2) Ｍ＆Ａに関するリスク

当社グループでは。業容の拡大を図る手段としてＭ＆Ａを経営の重要課題として位置づけております。

これまでの当社Ｍ＆Ａでは、相乗効果を目的とするＭ＆Ａを行いましたが、当社が理想とするグループ企

業体の構築ができませんでした。今後は、過去の反省点を踏まえ、業務提携をはじめとする、事業による相

互利益を念頭に新たなグループ企業体の構築の為のＭ＆Ａに積極的に行う予定でありますが、買収を行

う先における偶発債務や未確認債務が顕在した場合には、当社グループ業績に影響を与える可能性があ

ります。

(3)事業別セグメントの売上高に関するリスク

当社グループはこれまでエンターテイメントを中心に多岐にわたる事業展開を行っており、現状、事業

の見直しと組織再編にあたって企業群の構成も変化しております。今後におきましても当社グループの

事業展開によって、セグメント及びセグメントの比率が変動することが予想されます。

(4)経営成績に関するリスク

最近３年間の経営成績を記載すると以下のようになります。

(単位：千円、％)

　 単　　　体 連　　　結

　
平成19年
５月期

平成20年
５月期

平成21年
５月期

平成19年
５月期

平成20年
５月期

平成21年
５月期

売上高 313,743 81,235 9,7915,111,9884,286,7572,264,020

売上総利益又は
売上総損失(△)

△147,423 80,959 2,437 595,8291,064,456475,642

(売上総利益率) (△47.0) (99.6) (24.8) (11.7) (24.8) (21.0)

経常損失 579,645633,594502,1001,722,2751,643,129653,443

(経常利益率) (△184.8)（△779.9）（△51.2） (△33.7)(△38.3) (△2.8)

当期純損失 6,912,2821,068,305672,0306,067,4172,235,2501,101,906

(当期純利益率) (△2,203.2)(△1,315.0)(68.6)(△118.7)(△52.1)(△48.6)

当社グループでは前連結会計年度においてコンテンツ事業の大幅な整理及び有利子負債の圧縮に務め

てまいりましたが、コンテンツ事業に代わる新たな事業の開始やグループ再編成が経済状況の悪化も起

因して計画通り推進できませんでした。今後はグループ子会社の事業展開を推進し、グループの再編成を

行い、新たなグループ企業体として再構築してまいります。
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(5)キャッシュ・フローに関するリスク

最近３年間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。　

(単位：千円)

　 連　　　　結

　 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,228,766 △579,086 △46,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,145,889 △167,462 △244,734

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,136,731 602,759 △436,203

現金及び現金同等物の期末残高 885,463 741,673 14,071

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、営業上の損失計上

により営業キャッシュ・フローはマイナスとなり、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却、貸付の実

行により投資キャッシュ・フローもマイナスとなりました。また、株式の発行による収入があったもの

の、有利子負債の返済及び社債の償還により財務キャッシュ・フローもマイナスとなり、前連結会計年度

末より727百万円減少し14百万円となりました。

(6)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況に関するリスク

当社グループは、当連結会計年度に684,473千円の営業損失、1,101,906千円の当期純損失を計上してお

ります。また、前連結会計年度に666,324千円の営業損失、2,235,250千円の当期純損失を計上しており、継

続的に損失を計上しております。さらに、当連結会計年度に46,664千円と重要なマイナスの営業キャッ

シュ・フローを計上することとなりました。

　当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの主要因は、赤字事業となっているコンテ

ンツ事業からの撤退とそれに代わる新たな事業の展開が遅れた為売上、利益共に回復しなかったことに

あります。

　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせるものであります。

前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事業からの撤退方針に基づき、当連結会計年度にコ

ンテンツ事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行いました。しかしながら、東京証券取引所に

おける上場廃止に伴い、資金調達に関しては従来と比較して大幅に制限されている現状であり、今後の事

業伸長の施策といたしましては、キャッシュフローの強化を図り、当社の組織再編と共に、赤字体質から

の脱却と、収益性の高い事業を積み重ね、今後当社として、小売流通等生活関連事業の展開を優先課題と

して展開し、推進して参ります。

　こうした施策の計画的な実施により、当社グループはその収益基盤の改善及び安定した財務体質の構築

を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。

　従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連

結財務諸表には反映しておりません。

(7)資金調達に関するリスク

当社グループは営業活動に必要な資金の調達を、第三者割当増資や社債、新株予約権等の直接金融を

行っておりますが、平成２１年４月28日東京証券取引所における当社株式の上場廃止に伴い、資金調達動

向や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)配当に関するリスク

当社は、平成12年2月の設立以降、将来の事業拡大と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保す

るため、現在まで配当は実施しておりません。現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につ

いては未定であります。
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(9) 人材確保に関するリスク

優秀な人材を確保することが、当社グループの各事業を成長軌道に乗せるために必要であり、また人材

確保のみならず人材育成に関しても今後は重要な課題と認識しております。当社では人材確保・育成の

対策として業務委託先との連携をとり優秀な人材の紹介や、人材の相互交流を図り、人材育成を推進して

参ります。

(12) 内部管理体制に関するリスク

当社グループは平成21年5月31日現在、従業員数は15名と組織が小さく、新規事業展開に伴い現在の内

部管理体制では対処できなくなる可能性があります。また、新たな組織再編を行う上で、改めて内部管理

体制の見直しが必要となっております。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題やリーマンショック等、世界的

な金融市場の不況となり、景況感が大幅に悪化しております。

　このような経済状況下で、当社グループは転換期と捉え、これまでのコンテンツ事業主体の企業体質か

ら脱却し、新たな企業体を構築する為、前連結会計年度より継続しておりましたコンテンツ事業の撤廃・

整理を早急に進め、不採算事業にかかる費用の削減を図りました。また、当社グループが負担する有利子

負債の削減を早急に図り、財務基盤の強化を図りました。

　また、コンテンツ事業の撤廃に伴う新たな事業の展開として、当社子会社である㈱ＮＥＯ ＯＮＥ（旧㈱

アーティストハウスエンタテインメント）において、㈱葉山珈琲からの営業権譲渡契約に基づく飲食店

事業の展開及び㈱フォルムとの化粧品容器等の販売代理店契約に基づくヒューマンケア関連事業の開始

を行いました。

　しかしながら、当社が平成21年4月28日東京証券取引所において上場廃止となった結果、㈱葉山珈琲や㈱

フォルムへの信用不安が増大し、同社らの契約について一時保留状態となり、事業の開始に遅延が生じて

おりました。その後、相互信頼関係の修復に努めこれまで協議を行ってまいりましたが、信頼関係を修復

する事が困難であり、改めて同事業に関しては見直しをする必要性が生じております。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,264百万円（前年同期比△47.2％減）、営業損失684百万円

（前年同期は666百万円の損失）、経常損失653百万円（前年同期は1,643百万円の損失）、当期純損失は

1,101百万円（前年同期は2,235百万円の損失）となりました。

①　売上高

当連結会計年度の売上高は2,264百万円と前連結会計年度と比べ47.2%の減少となりました。これは、

コンテンツ事業の撤退を行ったこと、及び流通事業の主とした子会社を売却したことにより減収と

なったものであります。
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②　売上原価、販売費及び一般管理費

当連結会計年度の売上原価は前連結会計年度から45.4％減少し1,788百万円となりました。また、販

売費及び一般管理費は前連結会計年度の1,730百万円から33.5％減少し、1,150百万円となりました。

　売上原価の主要なものは、㈱ミュージックランドにおける楽器の仕入れであり、また販売費及び一般

管理費の主要なものは、人件費、専門家報酬及び業務委託費などの外部への支払によるものでありま

す。

③　営業利益及び経常利益

当連結会計年度の営業利益は、上記の結果、前連結会計年度の666百万円の営業損失から、684百万円

の営業損失となり、赤字幅は増大しております。

また、経常損失においては、前連結会計年度の1,643百万円から当連結会計年度では653百万円へと赤

字幅は縮小しております。

④　当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は、前期の2,235百万円の当期純損失から1,101百万円の当期純損失へ

と赤字幅が減少しておりますが、５期連続の大幅な損失の計上であり、不採算事業の大幅な整理を行っ

たものの、未だ収益改善の途上であると認識しております。

　なお、当連結会計年度における当期純損失は、主に子会社株式の売却損失698百万円によるものであり

ます。

　また、事業の種類別セグメントごとの状況は、次のとおりであります。

①　コンテンツ事業

当事業では、映像、音楽及び出版事業を行ってまいりましたが、リクープ（出資額までの回収）が果

たせない作品が恒常的に発生しており、当事業からの撤退方針の決定に基づき、整理売却を行いまし

た。

　この結果、当連結会計年度において、売上高169百万円（前年同期比82.7％減）、営業損失56百万円

（前年同期は54百万円の損失）となりました。

②　流通事業

当事業では、㈱ミュージックランドが店舗での楽器の小売を行っており、当社と当社間において協業

プロジェクトを開始しておりましたが、平成21年２月27日に同社株式売却を行い、この結果、当連結会

計年度において売上高2,094百万円（前年同期比33.6％減）、営業利益５百万円（前年同期は86百万円

の損失）となりました。

③　その他事業

〔ファイナンス事業〕

前連結会計年度までは、Artist House Investment Asia Limited及び㈱アーティストハウスインベ

ストメントにおいて、上場・未上場有価証券への投資事業を行ってまいりました。前連結会計年度にお

いて当該２社の清算を開始しておりました。

　この結果、当連結会計年度において売上高は計上されず（前年同期比100.0%減）、営業損失63千円

（前年同期は16百万円の損失）となりました。

　上記のとおりの内容でありましたが、㈱アーティストハウスインベストメントに関しましては今後当

社グループ内において投融資（ファイナンス）事業を担当する企業として継続する方針とし、当該

ファイナンス関連事業について積極的に展開する方針であります。

(2) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループを取り巻く事業環境は需要予測が非常に難しく、変化も激しいもので経済環境に適応す

るための体制作りが必要と考え、これまでのコンテンツ事業の撤廃方針に基づきこれを推進し、これまで

の当社グループの映像・音楽等のコンテンツ事業からの脱却と、根本的な当社グループ構成の見直しを
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図り、再構築する事が必要不可決と認識しております。

当社グループとしては、今後新たな事業分野への進出やグループ再編成を行いますが、過去の実績のな

い事業分野への進出やグループ再編成については、一時的に経営成績に重要な影響を与える可能性があ

ります。

(3) 戦略的現状と見通し

当社グループは、不採算事業の撤廃や有利子負債の削減を図り、財務基盤の強化を図りましたが、反面

コンテンツ事業から新たな事業への転換に時間を要し、収益性改善の方策が未達となり、結果当連結会計

年度においても、多額な純損失を計上することとなりました。

今後当社グループの方針としまして、当社グループにおいて再度体制の見直しを図り、当社グループと

して過去実績のない事業分野への進出に関しては、業務提携先や資金協力先と密な連携を図り、新たなグ

ループ企業体を構築してゆく所存であります。

(4) 資本の財源及び資金の流動性について

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、営業上の損失計上

により営業キャッシュ・フローはマイナスとなり、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却、貸付の実

行により投資キャッシュ・フローもマイナスとなりました。また、株式の発行による収入があったもの

の、有利子負債の返済及び社債の償還により財務キャッシュ・フローもマイナスとなり、前連結会計年度

末より727百万円減少し14百万円となりました。

　また、当連結会計年度中の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、46百万円（前年同期は579百万円の使用）

となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上1,082百万円及び貸倒引当金の減少295百万

円等の発生によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、244百万円（前年同期は167百万円の使

用）となりました。これは主に、貸付の実行129百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

118百万円による支出等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、436百万円（前年同期は602百万円の増

加）となりました。これは主に新株予約権の行使及び第三者割当増資により189百万円調達を行ったも

のの、有利子負債の返済525百万円及び社債の償還100百万円などを行ったためであります。

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループは営利法人であることから、利益を追求することを事業目標の１つと考えておりますが、

直近５期間については大幅な純損失を計上しております。

　今期におきましては、コンテンツ事業の撤廃と流通事業を主軸と捉え、併せて飲食店事業展開の計画を

立案しましたが、経済状況の悪化に伴い、これらの計画が完全遂行するまでには至りませんでした。また、

有利負債の削減は図れたものの、当社上場廃止となり、今後は資金調達手段において今後は大幅な規制を

余技なくされるものと認識しており、事業にかかる経費の削減はもとより、大幅な損失を出さない事を最

優先に考えた事業計画の見直しを図り、小規模ながらでも安定した収益性のある事業への投資を行って

まいりたいと考えております。

　当社としましては、今後まずは足元を固める為にも当社グループの再編成・再構築に向け、再生してゆ

く所存でございます。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

(1) 提出会社

本社移転に伴い、本社設備の2,534千円を除却処理しております。

また経費削減のため本社車両運搬具の14,285千円を売却しております。

　　

(2) 子会社

主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社
(平成21年５月31日現在)

事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(人)

建物 工具器具備品
ソフト

ウェア
合計

本社

(東京都港区)
全社

統括業務

設備
10,617 3,758 1,108 15,483

15

(-)

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。
２．本社建物は賃借物件であり、床面積は146.79㎡、年間賃借料は15,600千円であります。
３．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　

(2) 連結子会社

該当事項ありません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,800,000

計 2,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,799,677 2,799,677非上場
当社は単元株制度は採用して
おりません。

計 2,799,677 2,799,677― ―

(注)　東京証券取引所については、平成21年４月28日に上場廃止となっております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　第12回新株予約権　平成18年１月30日　取締役会決議

　
　

事業年度末現在
（平成21年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 389 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 389 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 249,422 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月７日
至　平成22年２月６日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　249,422円
資本組入額　124,711円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４． 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

(注) １．商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年８月26日定時株主総会で、当社及び当社子会

社の取締役及び従業員並びに第三者に対して新株予約権を付与することを決議しております。

２．当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、目的たる株式の数は分割または併合の比率に応じ、次の算式

により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使してい

ない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとしております。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３．当社が、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分が行われる場合（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合並びに新株引受権の行使による場合を除く）、払込金額は次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとしております。

　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　
４．主な新株予約権の行使条件について

①新株予約権は全部又は一部につき、行使することができる。

②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の

地位にあることを条件とする。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合はこの限りではない。

③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使はできないものとする。
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②　第14回新株予約権　平成20年３月31日　取締役会決議

　
　

事業年度末現在
（平成21年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 2,835 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 368,550 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,521 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月16日
至　平成23年４月８日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　1,521円
資本組入額　　761円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）５． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 － －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

　

(注) １．会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年３月31日開催の取締役会で、新株予約権を付与

する方式により、スマイル３号投資事業有限責任組合に新株予約権を付与することを決議しております。

２．新株予約権の発行価額は１個あたり1,000円であります。

３．本新株予約権１個の目的となる株式の数（以下「割当株式数」という）は130株とする。ただし、本新株予約

権の行使価額が調整される場合には、割当株式数は次の算式によって調整されるものとする。なお、調整の結

果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４．当社が、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分が行われる場合（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合並びに新株引受権の行使による場合を除く）及び株式分割により普通株式を発行する場

合等により、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

５．本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできないものとする。
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③　第15回新株予約権　平成20年３月31日　取締役会決議

　
事業年度末現在

（平成21年５月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 900 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 117,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,521 同左

新株予約権の行使期間 （注）５． 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　1,521円
資本組入額　　761円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）６． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 － －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

(注) １．会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年３月31日開催の取締役会で、新株予約権を付与

する方式により、スマイル３号投資事業有限責任組合に新株予約権を付与することを決議しております。

２．新株予約権の発行価額は１個あたり1,000円であります。

３．本新株予約権１個の目的となる株式の数（以下「割当株式数」という）は130株とする。ただし、本新株予約

権の行使価額が調整される場合には、割当株式数は次の算式によって調整されるものとする。なお、調整の結

果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４．当社が、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分が行われる場合（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合並びに新株引受権の行使による場合を除く）及び株式分割により普通株式を発行する場

合等により、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

５．本新株予約権の行使期間

平成20年４月16日（ただし、当該日において、残存するアーティストハウスホールディングス第５回無担保転

換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社

債」という）の全てが転換されたと仮定した場合における転換株式総数に、残存するアーティストハウス

ホールディングス第14回新株予約権（以下「第14回新株予約権」という）の全てが行使されたと仮定した場

合における割当株式総数を加算した合計数に本新株予約権の全てを行使したと仮定した場合における割当株

式総数を加算した株式数が当社の授権株式数の残存株式数を超過している場合には当該超過が解消された日

の翌日）から平成23年４月８日までとする。

６．本新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の一部行使はできないものとする。

②当社の株主総会において、当社発行可能株式総数について発行日の２倍に増加する定款変更が承認され、その

効力が適法かつ有効に発生するか、又はアーティストハウスホールディングス第５回無担保転換社債型新株

予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」という）

又は第14回新株予約権の全部又は一部が償還されて、当社の授権株式数の残存株式数が残存する本新株予約

権付社債の全てが転換されたと仮定した場合における転換株式総数に残存する第14回新株予約権の全てが行

使されたと仮定した場合における割当株式総数を加算した合計数に本新株予約権の全てを行使したと仮定し

た場合における割当株式総数を加算した株式数を超過している場合でない限り、行使することができない。

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はございません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成16年６月26日
（注）１．

435 8,900 50,242 745,292 50,242 224,082

平成16年10月28日
（注）２．

6,605 15,505 997,3551,742,647997,3551,221,437

平成17年５月17日
（注）３．

5,525 21,030 795,6002,538,247795,6002,017,037

平成16年６月１日～
平成17年５月31日
（注）４．

520 21,550 52,0002,590,24752,0002,069,037

平成17年６月１日
（注）５．

760 22,310 － 2,590,24724,8422,093,880

平成17年８月26日
（注）６．

－ 22,310 － 2,590,247△2,069,03724,842

平成17年９月30日
（注）７．

67,281 89,591 － 2,590,247 － 24,842

平成17年10月13日
（注）８．

10,000 99,5911,750,0004,340,2471,750,0001,774,842

平成17年11月15日
（注）９．

3,840 103,431 － 4,340,247177,6621,952,505

平成17年12月１日
（注）10．

2,400 105,831 － 4,340,24718,1851,970,690

平成18年３月10日
（注）11．

－ 105,831△916,8703,423,376 － 1,970,690

平成17年６月１日～
平成18年５月31日
（注）12．

32,849.63138,680.633,287,4096,710,7863,287,4095,258,100

平成18年８月16日
（注）13．

60,282198,962.63849,9767,560,762849,9766,108,076

平成18年10月２日
（注）14．

－ 198,962.63△2,793,1164,767,645△5,258,100849,976

平成18年６月１日～
平成19年５月31日
（注）15．

153,281352,243.63962,4805,730,125962,4801,812,456

平成19年11月２日
（注）16．

－ 352,243.63△2,128,0453,602,080△1,812,456 0

平成20年４月15日
（注）17．

263,000615,243.63200,1433,802,223199,880199,880

平成20年４月16日
（注）18．

262,984878,227.63200,1304,002,354199,869399,749

平成20年４月21日
（注）19．

14,300892,527.6310,9374,013,29210,923 410,672

平成20年４月25日
（注）19．

6,500899,027.634,9714,018,2634,965 415,637

平成20年８月11日
（注）19.

65,650964,677.6350,2124,068,47550,146 465,783

平成20年12月29日
（注）20.

△0.63964,677.00 － 4,068,475 － 465,783

平成21年５月25日
（注）21.

1,835,0002,799,677.0044,9574,113,43344,957 510,741
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(注) １．有償第三者割当増資

　　　発行価格　　　231,000円

　　　資本組入額　　115,500円

　　　割当先は㈱デジタルアドベンチャーであります。

２．有償第三者割当増資

　　　発行価格　　　302,000円

　　　資本組入額　　151,000円

　　　主な割当先はプライベートエクイティジャパン㈱、㈱トライ・ファイブ、他８社であります。

３．有償第三者割当増資

　　　発行価格　　　288,000円

　　　資本組入額　　144,000円

　　　主な割当先はアーティストハウス1号投資事業組合、プライベートエクイティジャパン㈱、他５社であります。

４．新株予約権の行使による増加であります。

５．平成17年６月１日に㈱ツートップを完全子会社とする株式交換を行い、㈱ツートップの株式１株に対し当社

株式3.8株を割当交付し、新株式760株を発行しております。なお、資本金の増加はありません。

６．平成17年８月26日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,069百万円減少し、欠損填補することを決議

しております。

７．株式分割（１：４）によるものであります。

８．平成17年10月13日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式総数が10,000株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ1,750百万円増加しております。

　　　発行価格　　　350,000円

　　　資本組入額　　175,000円

　　　割当先はMarvelous Group Limitedであります。

９．株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。

　　平成17年10月17日に㈱ジーワンを完全子会社とする株式交換を行い、㈱ジーワンの株式１株に対し当社株式16

株を割当交付し、新株式3,840株を発行しております。なお、資本金の増加はありません。

10．株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。

　　平成17年11月８日に㈱Ｆｏｕを完全子会社とする株式交換を行い、㈱Ｆｏｕの株式１株に対し当社株式12株を

割当交付し、新株式2,400株を発行しております。なお、資本金の増加はありません。

11．平成18年２月８日開催の臨時株主総会において、資本金を916百万円減少し、欠損填補することを決議してお

ります。

12．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

13．平成18年８月16日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式総数が60,282株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ849百万円増加しております。

　　　発行価格　　　28,200円

　　　資本組入額　　14,100円

　　　主な割当先は㈱クロニクル、㈲ウィローバレー、他３社であります。

14．平成18年８月30日開催の第７回定時株主総会において、資本金2,793百万円及び資本準備金5,258百万円を減

少し、欠損填補することを決議しております。

15．新株予約権の行使による増加であります。

16．平成19年９月27日開催の第８回定時株主総会の継続会において、資本金2,128百万円及び資本準備金1,812百

万円を減少し、欠損填補することを決議しております。

17．平成20年４月15日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式が263,000株、資本金が200百万円、資本準備金

が199百万円増加しております。

　　　発行価格　　　1,521円

　　　資本組入額　　　761円

　　　割当先はスマイル１号投資事業有限責任組合であります。

18．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加であります。

19．新株予約権の行使による増加であります。

20．端株の消却による減少であります。

21．平成21年５月25日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式が1,835,000株、資本金が44百万円、資本準備金

が44百万円増加しております。

　　　発行価格　　　　　49円

　　　資本組入額　　　24.5円

　　　割当先は株式会社ＪＪＥ ＨＤ及び有限会社大協地所であります。
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(5) 【所有者別状況】

平成21年５月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況政府及び

地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ － 1 44 10 11 10,00210,068―

所有株式数
(株)

－ － 731,836,14711,4638,004943,9702,799,677―

所有株式数
の割合(％)

－ － 0.00 65.580.41 0.29 33.72 100.0―

(注)　自己株式７株は、上記「個人その他」の欄に含まれております。

上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式２株が含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成21年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数
に対する所有株式数
の割合(％)

株式会社 JJE HD
代表取締役　菊本 雅文

大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 1,300,000 46.43

有限会社大協地所
代表取締役　矢間 正

大阪府大阪市中央区道頓堀2-2-20　 535,000 19.10

田中　琢 東京都新宿区 106,400 3.80

森脇　一洋 兵庫県姫路市 60,000 2.14

蛭田　陽介 埼玉県越谷市 43,000 1.56

柴野　哲也 大阪府大阪市天王寺区 39,600 1.41

長井　智広 大阪府枚方市 35,000 1.25

立神　康博 広島県福山市 24,332 0.87

當眞　嗣成 大阪府東大阪市 18,000 0.64

倉田　久 群馬県利根郡 16,500 0.59

計 ― 2,177,832 77.79

（注）１．上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が２株あります。

 ２．前事業年度末現在主要株主でなかった株式会社JJE HD、有限会社大協地所は、平成21年５月25日に当社が第

三者割当増資のため発行した株式を引受けたことにより、主要株主になっております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　　　　７
― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式 

2,799,670
2,799,670 ―

単元未満株式
 普通株式　  　

　  　　―
― ―

発行済株式総数 2,799,677 ― ―

総株主の議決権 ― 2,799,670 ―

(注)　上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、２株（議決権の数が２個）含まれて

おります。

　

② 【自己株式等】

平成21年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式）
㈱アーティストハウス
ホールディングス

東京都港区南青山
二丁目27番７号

７ ― ７ 0.00

計 ― ７ ― ７ 0.00
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当制度の内容は、以下の通りであります。

①　第12回ストックオプション

（平成17年８月26日定例株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年８月26日第６回定時株主総会終結の

時に在任する当社及び子会社取締役及び同日現在在籍する当社及び子会社使用人で参与の資格を有す

る者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年８月26日第６回定時株

主総会において特別決議されたものであります。

　
決議年月日 平成17年８月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　11名
当社使用人で参与の資格を有する者　　８名
子会社使用人で参与の資格を有する者　32名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
当社取締役に対し2,515株、子会社取締役に対し477株、当社使用人に対し
400株、子会社使用人に対し938株、合計4,330株

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

－

(注) １．上記決議後に生じた退職に伴う失効により、平成21年５月31日における付与対象者は、子会社取締役１名、当

社使用人で参与の資格を有する者３名、子会社使用人で参与の資格を有する者９名の合計13名となっており、

目的となる株式の数は、子会社取締役80株、当社使用人で参与の資格を有する者174株、子会社使用人で参与の

資格を有する者135株の合計389株となっております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 普通株式
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当該事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（－） ― ― ― ―

保有自己株式 ７ ― ７ ―

　

３ 【配当政策】

当社は、多額の当期純損失を計上しており、配当可能利益が無いことから配当は実施しておりません。配

当を実施することは、当社の重要な経営目標であることからも、早期の配当による利益還元を行いたいと考

えておりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

　なお、当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としており、当社は会社法第459条

の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う事ができる旨及び中間配当を行う事ができ

る旨を定めております。
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月

最高(円) 475,000
980,000
※465,000

69,000 8,300 3,500

最低(円) 250,000
408,000
 ※63,800

7,430 1,361 43

(注) １．最高・最低株価は、㈱東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．平成17年８月11日の株主に対して、平成17年９月30日付けで１株につき４株の株式分割を行っております。

３．※印は株式分割による権利落後の最高・最低株価(円)を示しております。

４．第10期については、平成21年4月28日付で上場廃止となったことに伴い、最終取引日である平成21年4月27日ま

での株価について記載しております。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年12月 平成21年１月 平成21年２月 平成21年３月 平成21年４月 平成21年５月

最高(円) 769 563 318 239 159 ―

最低(円) 491 324 199 104 43 ―

(注) １．最高・最低株価は、㈱東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．第10期については、平成21年4月28日付で上場廃止となったことに伴い、最終取引日である平成21年4月27日ま

での株価について記載しております。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役 ― 日壁　善博 昭和22年５月６日

昭和41年4月 ㈱神戸銀行　入社

(注)１ ー

昭和63年４月 ㈱太陽神戸三井銀行　融資部

平成２年10月 ㈱さくら銀行大阪南支店長

平成４年９月 ㈱さくら銀行関西支部　融資部

平成12年10月 ㈱コムシス　代表取締役就任

平成20年８月 当社代表取締役 就任（現任）

取締役 ― 和田　位 昭和21年４月14日

昭和44年４月 ㈱近江兄弟社入社

(注)１ 49

昭和46年３月 セントラルリース㈱入社

昭和58年６月 日本ソジェリース㈱入社

昭和63年９月 スミセイリース㈱入社

平成３年６月 ㈱山三西武地産入社

平成４年６月 日立信販㈱（現アエル㈱）入社

平成14年６月 同社常務取締役就任

平成16年１月 同社常務取締役退任

平成16年２月 三貴商事㈱入社

平成17年２月 ベルエア㈱(三貴商事㈱の親会社)取締役就任

平成18年８月 同社取締役退任

平成18年８月 当社常任監査役就任

平成19年８月 当社常任監査役辞任

平成19年10月 当社顧問就任

平成20年１月 当社顧問退任後管理本部長就任

平成20年４月 当社取締役就任（現任）

取締役 　 高田　昇子 昭和41年９月30日
昭和63年４月 有限会社高田寝具店　入社 (注)１ ー

平成21年８月  当社取締役就任（現任） 　 　

監査役

（常勤）
― 戸村　義照 昭和22年11月３日

平成20年２月 ㈱セラ・インターナショナル 代表取締役　就任
(注)２ －

平成21年８月 当社常勤監査役就任（現任）

監査役 ― 松尾　信子 昭和44年３月14日
平成17年４月 住友生命保険相互会社大正中央支部　支部長

(注)２ －
平成21年８月 当社監査役就任（現任）

監査役 ― 日壁　恵美子 昭和32年11月３日
平成18年３月 ㈱コムシス　入社

(注)２ －
平成21年８月 当社監査役就任（現任）

計 　 49

（注)１　取締役の任期は、平成21年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年５月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

２　監査役の任期は、平成21年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年５月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

３　監査役戸村義照、松尾信子及び日壁恵美子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４　取締役及び監査役の就任に関しては平成21年８月31日の定時株主総会において決議されました。

５　代表取締役の就任に関しては平成21年８月31日の取締役会において決議されました。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は株主の皆様を中心に全てのステークホルダーの方々を重視し、健全で透明性が高く、事業環境の

変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築に取組んでおります。そのため、情報開示を充実し、企

業倫理や企業経営の健全性、適法性を高めることを基本方針としております。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.　取締役会

経営方針、法定事項、その他経営に関する重要な事項を決定するため、毎月１回定時取締役会を開催

しております。また、迅速な経営の意思決定のために随時、臨時取締役会を開催しております。

ロ.　監査役会

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は３名（全てが社外監査役）で構成されており、各

監査役は定時取締役会へ出席し、取締役の職務執行を監視しております。

ハ.　弁護士・税理士等その他第三者の状況

顧問契約を締結している弁護士等の有識者より必要に応じて助言をいただいております。

　

② 会計監査の状況

当社の会計監査に関しては、平成20年6月1日から平成21年2月末日までの会計監査業務をプライム監査

法人が行っており、平成21年3月1日から平成21年5月末日の会計期間及び当連結会計年度の会計監査業務

を公認会計士加藤昇氏が一時会計監査人として行っております。また、監査業務に関る補助者の人数は２

名であります。

　なお、当社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間で同法第423条第１項の責任につい

て、同法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。
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③ 社外監査役との関係

監査役宮﨑敦彦、大沼信介及び久保裕は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしてお

ります。

　なお、各社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。

④ リスク管理体制の整備の状況

平成18年５月26日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議し、コンプライア

ンス委員会を立ち上げ、一層の体制強化を図っております。

　なお、更に社内に内部統制委員会を設置し、コンプライアンス委員会との連携を密にし、各組織の体制強

化を図っております。

⑤ 役員報酬の内容

　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。

　　　取締役に対する報酬　　　32,600千円（うち、社外取締役 　27,000千円）

　　　監査役に対する報酬　　 　9,000千円（うち、社外監査役 　9,000千円）

⑥ 取締役の定数

当社は、取締役の定数について、10名以内とする旨を定款で定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めており

ます。

⑧ 自己株式取得の決定機関

当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項に

基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件に

ついて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。

⑩ 取締役と監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、

会社法第426条第１項の規程により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であったものを含む。）及

び監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を、善意にしてかつ重大なる過失がない場合に

は、取締役会の決議により、法令の定める限度で免除することができる旨、定款に定めております。

⑪剰余金の配当等の決定する機関

当社は、機動的かつ柔軟な利益還元をすることができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第１項各

号に揚げる事項を取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 － － 58,000 －

連結子会社 － － － －

計 － － 58,000 －

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成19年６月１日から平成20年５月31日まで）は改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度（平成20年６月１日から平成21年５月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成19年６月１日から平成20年５月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成20年６月１日から平成21年５月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年６月１日から平

成20年５月31日まで）及び前事業年度（平成19年６月１日から平成20年５月31日まで）について、プライ

ム監査法人の監査を受け、また当連結会計年度（平成20年６月１日から平成21年５月31日まで）及び当事

業年度（平成20年６月１日から平成21年５月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について公認会計士

加藤昇氏により監査を受けております。

　

当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

　前連結会計年度の連結財務諸表及び前事業年度の財務諸表　プライム監査法人

　当連結会計年度の連結財務諸表及び当事業年度の財務諸表　公認会計士　加藤 昇

　

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次の通りです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の氏又は名称

プライム監査法人

公認会計士　加藤 昇

(2) 異動の年月日　平成21年７月21日

(3) 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合

①　異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日　平成21年７月21日

②　異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における内容等

該当事項はありません。
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③　異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

　当社の会計監査人であったプライム監査法人とは監査報酬について以前から協議を行っており

ましたが、協議が整わず平成21年7月21日付で辞任届を受領しました。当社監査役会としましては

協議の結果、後任の会計監査人として公認会計士加藤昇氏を一時会計監査人として選任すること

とし、同日、監査契約締結の運びとなりました。

④　上記③の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

⑤　異動監査公認会計士等が上記④の意見を表明しない場合における理由等

該当事項はありません。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年５月31日)

当連結会計年度
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 741,673 14,071

売掛金 216,391 430

商品 386,656 －

短期貸付金 551,773 622,960

未収入金 30,908 8,724

繰延税金資産 3,312 －

未収消費税等 － 5,521

その他 152,472 3,680

貸倒引当金 △566,469 △591,924

流動資産合計 1,516,720 63,465

固定資産

有形固定資産

建物 305,629 12,710

減価償却累計額 △156,859 △2,092

建物（純額） ※２
 148,769

※２
 10,617

車両運搬具 19,434 －

減価償却累計額 △3,726 －

車両運搬具（純額） 15,708 －

工具、器具及び備品 54,116 8,335

減価償却累計額 △15,436 △4,577

工具、器具及び備品（純額） 38,680 3,758

土地 ※2, ※3
 1,464,827

※2, ※3
 －

有形固定資産合計 1,667,986 14,375

無形固定資産

のれん 342,797 －

その他 12,433 1,391

無形固定資産合計 355,230 1,391

投資その他の資産

投資有価証券 ※１
 25,095

※１
 13,915

破産更生債権等 1,117,386 211,205

敷金 － 7,428

繰延税金資産 25,172 －

その他 256,491 938

貸倒引当金 △1,117,386 △211,205

投資その他の資産合計 306,759 22,282

固定資産合計 2,329,977 38,050

資産合計 3,846,697 101,515
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年５月31日)

当連結会計年度
(平成21年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 289,490 971

短期借入金 ※2, ※3
 475,972

※2, ※3
 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2, ※3
 100,000

※2, ※3
 －

未払金 217,755 105,230

未払法人税等 40,467 10,910

前受金 55,774 48,552

預り金 － 16,098

返品調整引当金 14,399 －

賞与引当金 3,754 －

その他 196,167 4,090

流動負債合計 1,393,781 185,854

固定負債

社債 100,000 －

長期借入金 ※2, ※3
 710,000

※2, ※3
 －

退職給付引当金 7,295 －

役員退職慰労引当金 298,730 －

繰延税金負債 363,091 －

負ののれん 142,622 －

固定負債合計 1,621,740 －

負債合計 3,015,521 185,854

純資産の部

株主資本

資本金 4,018,263 4,113,433

資本剰余金 2,700,463 2,795,567

利益剰余金 △5,893,291 △6,995,198

自己株式 △1,877 △1,877

株主資本合計 823,558 △88,074

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,555 －

評価・換算差額等合計 1,555 －

新株予約権 4,240 3,735

少数株主持分 1,822 －

純資産合計 831,176 △84,339

負債純資産合計 3,846,697 101,515
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

売上高 4,286,757 2,264,020

売上原価 3,278,894 1,788,377

売上総利益 1,007,863 475,642

返品調整引当金戻入額 70,991 14,399

返品調整引当金繰入額 14,399 23,969

差引売上総利益 1,064,456 466,072

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 ※１
 1,730,781

※１
 1,150,546

営業損失（△） △666,324 △684,473

営業外収益

受取利息 1,630 19,223

受取配当金 951 211

受取地代家賃 1,014 24,494

投資事業組合運用益 21,479 －

移転補償金 100,000 －

設備賃貸料 － 14,763

負ののれん償却額 － 11,597

その他 69,607 4,024

営業外収益合計 194,683 74,313

営業外費用

支払利息 67,679 32,627

株式交付費 1,474 －

持分法による投資損失 1,029,233 －

貸倒引当金繰入額 2,168 －

事務所移転費用 － 10,568

為替差損 51,060 22

投資事業組合運用損 6,060 －

その他 13,810 64

営業外費用合計 1,171,488 43,282

経常損失（△） △1,643,129 △653,443
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 149,505 －

貸倒引当金戻入額 － 204,936

子会社株式売却益 － 75,645

役員退職慰労引当金戻入額 － 60,750

過年度買掛金修正益 33,729 －

前期損益修正益 22,561 －

債務免除益 19,500 －

受取違約金 － 90,000

受取和解金 12,000 15,687

その他 7,555 －

特別利益合計 244,851 447,020

特別損失

固定資産除却損 ※２
 35,798

※２
 2,285

固定資産売却損 ※３
 －

※３
 3,211

子会社株式売却損 － 698,579

投資有価証券評価損 5,499 －

投資有価証券売却損 36,161 －

関係会社株式売却損 2,004 －

貸倒引当金繰入額 410,086 －

事業整理損 102,194 －

賃貸借契約解約損 － 6,770

貸倒損失 13,450 75,691

和解金 － 90,000

その他 165,965 －

特別損失合計 771,160 876,539

税金等調整前当期純損失（△） △2,169,438 △1,082,962

法人税、住民税及び事業税 46,756 14,041

法人税等調整額 11,129 4,834

法人税等合計 57,886 18,876

少数株主利益 7,925 67

当期純損失（△） △2,235,250 △1,101,906
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,730,125 4,018,263

当期変動額

新株の発行 416,182 95,169

減資 △2,128,045

当期変動額合計 △1,711,862 95,169

当期末残高 4,018,263 4,113,433

資本剰余金

前期末残高 4,097,282 2,700,463

当期変動額

新株の発行 415,637 95,104

欠損填補 △1,812,456 －

当期変動額合計 △1,396,819 95,104

当期末残高 2,700,463 2,795,567

利益剰余金

前期末残高 △7,599,431 △5,893,291

当期変動額

減資 2,128,045 －

欠損填補 1,812,456 －

持分法の適用範囲の変動 889

当期純損失（△） △2,235,250 △1,101,906

当期変動額合計 1,706,140 △1,101,906

当期末残高 △5,893,291 △6,995,198

自己株式

前期末残高 △1,877 △1,877

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,877 △1,877

株主資本合計

前期末残高 2,226,099 823,558

当期変動額

新株の発行 831,819 190,273

減資 － －

欠損填補 － －

持分法の適用範囲の変動 889 －

当期純損失（△） △2,235,250 △1,101,906

当期変動額合計 △1,402,541 △911,632

当期末残高 823,558 △88,074
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 468 1,555

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,087 △1,555

当期変動額合計 1,087 △1,555

当期末残高 1,555 －

為替換算調整勘定

前期末残高 △25,725 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

25,725 －

当期変動額合計 25,725 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △25,257 1,555

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

26,813 △1,555

当期変動額合計 26,813 △1,555

当期末残高 1,555 －

新株予約権

前期末残高 50,000 4,240

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,760 △505

当期変動額合計 △45,760 △505

当期末残高 4,240 3,735

少数株主持分

前期末残高 △179,729 1,822

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △177,906 △1,822

当期変動額合計 △177,906 △1,822

当期末残高 1,822 －

純資産合計

前期末残高 2,430,571 831,176

当期変動額

新株の発行 831,819 190,273

持分法の適用範囲の変動 889 －

当期純損失（△） △2,235,250 △1,101,906

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △196,853 △3,882

当期変動額合計 △1,599,394 △915,515

当期末残高 831,176 △84,339
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △2,169,438 △1,082,962

減価償却費 26,983 26,551

のれん償却額 38,233 5,215

貸倒引当金の増減額（△は減少） 439,359 △295,128

返品調整引当金の増減額（△は減少） △56,592 9,569

受取利息及び受取配当金 △2,582 △19,434

支払利息 67,679 32,627

株式交付費 1,474 －

子会社株式売却損益（△は益） 2,004 622,934

固定資産売却損益（△は益） － 3,211

固定資産除却損 35,798 2,285

投資有価証券売却損益（△は益） △113,344 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5,499 －

持分法による投資損益（△は益） 1,029,233 －

為替差損益（△は益） 51,060 －

事業整理損失 102,194 －

売上債権の増減額（△は増加） 115,266 9,839

仕入債務の増減額（△は減少） △183,259 31,256

破産更生債権等の増減額（△は増加） 336,933

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,337 △7,721

未収入金の増減額（△は増加） 30,282 183,782

前渡金の増減額（△は増加） 2,013 －

未払金の増減額（△は減少） － 130,669

未払消費税等の増減額（△は減少） － 14,495

前受金の増減額（△は減少） 42,327 4,146

その他の資産の増減額（△は増加） 14,130 81,568

その他の負債の増減額（△は減少） △68,753 △73,779

その他 54,616 △31

小計 △480,481 16,027

利息及び配当金の受取額 2,582 18,955

利息の支払額 △82,902 △39,061

法人税等の支払額 △18,284 △42,585

営業活動によるキャッシュ・フロー △579,086 △46,664

EDINET提出書類

株式会社ＮＥＯ　ＯＮＥ　ホールディングス(E00742)

有価証券報告書

 40/100



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 30,009 －

有形固定資産の取得による支出 △71,611 △16,440

有形固定資産の売却による収入 － 5,000

無形固定資産の取得による支出 △29,170 －

無形固定資産の売却による収入 8,304 －

投資有価証券の売却による収入 389,496 －

関係会社株式の取得による支出 △27,000 －

関係会社株式の売却による収入 300 －

出資金の売却による収入 1,000 －

貸付けによる支出 △497,960 △129,000

貸付金の回収による収入 8,668 9,507

敷金及び保証金の差入による支出 △28,953 △15,932

敷金及び保証金の回収による収入 49,453 19,048

投資事業組合運用損益（△は益） － 1,250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △118,166

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,462 △244,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 475,000 －

短期借入金の返済による支出 － △475,972

長期借入金の返済による支出 △181,826 △50,000

株式の発行による収入 830,185 189,768

社債の償還による支出 △475,000 △100,000

新株予約権の発行による収入 4,400 －

新株予約権の買入消去による支出 △50,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 602,759 △436,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,789 △727,602

現金及び現金同等物の期首残高 885,463 741,673

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 741,673

※１
 14,071
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　当社グループは、当連結会計年度に666,324千円の営業
損失、2,235,250千円の当期純損失を計上しております。
また、前連結会計年度に1,698,337千円の営業損失、
6,067,417千円の当期純損失を計上しており、継続的に損
失を計上しております。さらに、当連結会計年度に
579,086千円と重要なマイナスの営業キャッシュ・フ
ローを計上することとなりました。
　当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシュ・
フローの主要因は、赤字事業となっているコンテンツ事
業からの撤退が中途であること、及び当社グループにお
ける主要事業と位置づけております流通事業における
Antiquorum S.A.グループへの投融資を実施したにもか
かわらず、同社の経営状況が改善せずに結果として当社
グループによる同社完全子会社化を断念したため、売上、
利益共に回復しなかったことにあります。
　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か
せるものであります。
　前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事
業からの撤退方針に基づき、当連結会計年度にコンテン
ツ事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行っ
ており、平成20年度中にはその整理の目処がついており、
当該事業からのマイナスの影響は大幅に減少することを
見込んでおります。
今後の事業伸長の施策といたしましては、流通関連事業
においては当社グループ内の主力となっております連結
子会社㈱ミュージックランドにおいて対象地域をアジア
地域に限定した海外フランチャイズ事業の展開を実施す
ることにより、その成長と安定化を図ってまいります。
　また、その他の事業として行っておりましたファイナン
ス事業については前経営陣により閉鎖を検討しておりま
したが、当該事業につきましては、その投資対象を①規模
として３千万～２億円といった中小の規模に限定し、②
回収期間が６ヶ月～２年といった短期のものに限定、③
今年から来年にかけては買い場と言われる国内不動産に
対する投資案件も積極的に開拓し投資対象とし、④従来
からの上場、未上場有価証券への投資、及び上場、未上場
企業への投融資事業を継続するといった施策のもとに、
従前より大幅にリスクを軽減した投資に限定して継続・
展開することといたしました。
　さらに子会社所有の不動産の売却などにより借入金返
済を行い、有利子負債の大幅な圧縮により財務体質の改
善を図り、営業キャッシュ・フローの大きな改善につな
げるものであります。
　上記施策のために必要となる現金の創出については、上
記の通りに当社グループにて保有する資産の売却及び増
資等による資金調達を中心に行っていく方針であり、特
に資産売却については当社グループ内の所有不動産の売
却、事業会社の売却も具体化に向けた協議に入っており、
増資につきましても、新株予約権の行使を含め、引き受け
予定先と協議に入る予定となっております。
　こうした施策の計画的な実施により、当社グループはそ
の収益基盤の改善及び安定した財務体質の構築を図るこ
とにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消で
きるものと判断しております。
　従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸
表には反映しておりません。

　当社グループは、当連結会計年度に684,473千円の営業
損失、1,101,906千円の当期純損失を計上しております。
また、前連結会計年度に666,324千円の営業損失、
2,235,250千円の当期純損失を計上しており、継続的に損
失を計上しております。さらに、当連結会計年度に46,664
千円と重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上
することとなりました。
　当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシュ・
フローの主要因は、赤字事業となっているコンテンツ事
業からの撤退とそれに代わる新たな事業の展開が遅れた
為売上、利益共に回復しなかったことにあります。
当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か
せるものであります。
　前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事
業からの撤退方針に基づき、当連結会計年度にコンテン
ツ事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行い
ました。しかしながら、東京証券取引所における上場廃止
に伴い、資金調達に関しては従来と比較して大幅に制限
されている現状であり、今後の事業伸長の施策といたし
ましては、キャッシュフローの強化を図り、当社の組織再
編と共に、赤字体質からの脱却と、収益性の高い事業を積
み重ね、今後当社として、小売流通等生活関連事業の展開
を優先課題として展開し、推進して参ります。
　しかし、これらの対応策を関係者と協議を行いながら進
めている途上であるため現時点では継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められます。
　従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸
表には反映しておりません。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数

　11社

(1）連結子会社の数

　３社

　 (2）主要な連結子会社の名称

　㈱アーティストハウスパブリッ

シャーズ

　㈱アーティストフィルム

　㈱ＢＢＭＣ

　㈱ツートップ

　㈱アーティストハウスインベストメ

ント

　㈱翔年社

　㈱ミュージックランド

　㈱ジーワン

　Artist House Investment Asia 

Limited

　㈱Ｆｏｕ

　㈱アーティストハウスエンタテイン

メント

(2）主要な連結子会社の名称

　㈱アーティストハウスエンタテイン

メント

　㈱アーティストハウスインベストメ

ント

　Artist House Investment Asia 

Limited

(3）連結の範囲の変更

㈱ジーワンは当社が保有する同社

の全株式を売却したため、連結の範囲

から除外しております。

　なお、㈱ジーワンの売却日は平成20

年８月29日であり、損益計算書につき

ましては平成20年６月１日から同日

まで連結しております。

　㈱ツートップ、㈱Fou、㈱翔年社、㈱

アーティストハウスパブリッシャー

ズ、㈱アーティストフィルム、㈱ＢＢ

ＭＣは当社が保有する同社の全株式

を売却したため、連結の範囲から除外

しております。

　なお、㈱ツートップ、㈱Fou、㈱翔年社

の３社の売却日は平成20年10月８日

であり、また㈱アーティストハウスパ

ブリッシャーズ、㈱アーティストフィ

ルム、㈱ＢＢＭＣの３社の売却日が平

成20年10月31日であるため、損益計算

書につきましてはそれぞれ平成20年

６月１日から同日まで連結しており

ます。

㈱ミュージックランドは当社が保有

する同社の全株式を売却したため、連

結の範囲から除外しております。

　なお、株式会社ミュージックランド

の全株式の売却日が平成21年２月27

日で、同社の決算日が２月末日である

ため、損益計算書につきましては、同

社の第３四半期累計期間（平成20年

３月１日～平成20年11月30日）を連

結しております。　　

　 (3) 主要な非連結子会社の名称等

 

　　　　　　──────

(4) 主要な非連結子会社の名称等

 

　　　　　　──────
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数

　１社

(1) 持分法適用の関連会社の数

　１社

　 (2) 主要な持分法適用関連会社の名称

㈱アンティコルムジャパン

Antiquorum S.A.及びAntiquo-rum

USA,Incは平成20年５月15日付で保

有株式の全てをForever 

Most Investment Limitedに譲渡し

たため、当社の持分法適用関連会社

から除外しております。　

㈱ＢＢバートは当社連結子会社で

ある㈱ＢＢＭＣが発行済株式総数の

34％を保有しておりますが、休眠会

社となったため、当社の持分法適用

関連会社から除外しております。

C2C Time,Inc.は、重要性がなく

なったため、当社の持分法適用関連

会社から除外しております。

(2) 主要な持分法適用関連会社の名称

㈱アンティコルムジャパン

 

 

 

　 (3) 持分法を適用していない関連会社

のうち主要な会社等の名称

持分法適用関連会社㈱ＢＢバート

は休眠会社となり、重要性がなく

なったため、C2C Time,Inc.は重要性

がなくなったため持分法の適用範囲

から除外しております。

Quorum House Limited及び

Antiquorum Holdings Limitedは支

配関係がなくなったため、持分法を

適用していない関連会社ではなく

なっております。

(3) 持分法を適用していない関連会社

のうち主要な会社等の名称

　　　　　　──────

 

　 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社については、

各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。

(4) 　　　　　 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち㈱ミュージックラ

ンド及びArtist House Investment　

Asia Limitedの決算日は２月末日であ

ります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。

　ただし、３月１日から連結決算日５月

31日の間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。

　連結子会社のうちArtist House

Investment　Asia Limitedの決算日は

２月末日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。

　ただし、３月１日から連結決算日５月

31日の間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

　 　

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

①有価証券

　その他有価証券

　　　　　　──────

 

　 　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

　　　時価のないもの

同左

　 ②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

 ──────

　 ③たな卸資産

（イ）製品

移動平均法による原価法

③たな卸資産

　　　　　　──────

　 （ロ）商品

個別法による原価法

　

　

　 （ハ）映像使用権

見積回収期間（1年間）にわた

り、会社所定の償却率によって償

却しております。

　

　

　 （ニ）出版権

営業の用に供した時点及びその

翌月にそれぞれ20％ずつ償却し、

残り60％を34ヶ月の定額法に基づ

き償却しております。

　

　

　 （ホ）仕掛品

　　 個別法による原価法
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　　主として定率法によっております。

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。

建物 ８～60年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ４～18年

①有形固定資産

同左

　 （追加情報）

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　　なお、この変更による影響額は軽微

であり、セグメント情報に与える影

響の記載は省略しております。

　

　　

　　

　 ②無形固定資産

（ソフトウェア）

　　自社利用のソフトウェアについては

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

②無形固定資産

（ソフトウェア）

同左

　 （映像コンテンツ）

　　映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外

部購入による映像使用権の取得原価

を含めており、作品毎の取得原価の

金額を過去の実績に基づいて、劇場

上映権、ビデオ化権及びテレビ放映

権等に分類し、それぞれの権利行使

による収益獲得時に一括償却してお

ります。ただし、自社でビデオ・DVD

を販売する場合は、見積回収期間(1

年)にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

（映像コンテンツ）

同左

　 （出版コンテンツ）

　　出版コンテンツには、自社企画によ

る出版コンテンツの取得原価及び外

部購入による出版権の取得原価を含

めており、見積回収期間（3年）にわ

たり、会社所定の償却率によって償

却しております。

（出版コンテンツ）

同左
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項目

前連結会計年度

(自　平成19年６月１日

至　平成20年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成20年６月１日

至　平成21年５月31日)

(3）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

①貸倒引当金

同左

　 ②返品調整引当金

　　一部の連結子会社は、製品の返品に

よる損失に備えるため、将来の返品

見込額の売買利益相当額を計上して

おります。

──────

　 ③返品損失引当金

　　一部の連結子会社は製品の返品によ

る損失に備えるため、将来の返品見

込額の全額を計上しております。

──────

　 ④賞与引当金

　　一部の連結子会社は従業員に対して

支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき、連結会計年度

負担額を計上しております。

──────

　 ⑤退職給付引当金

　　一部の連結子会社は従業員の退職給

付に備えるため、当期末における退

職給付債務の見込額（期末自己都合

退職による要支額を計上する簡便

法）に基づき、当連結会計年度にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

──────

　 ⑥役員退職慰労引当金

　　一部の連結子会社は役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しておりま

す。

──────

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

──────

(5）重要なヘッジ会計の方

針

①ヘッジ会計の方法

　　金利スワップについて特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理を

採用しております。

①ヘッジ会計の方法

──────

　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）金利スワップ

（ヘッジ対象）借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

──────

 

 

　 ③ヘッジ方針

　　金利変動リスクを回避するため、対

象債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

③ヘッジ方針

──────
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　 ④ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計と、ヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性を

評価しております。

　　ただし、特例処理によっているス

ワップについては、有効性の評価を

省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

──────

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

①消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

①消費税等の会計処理

同左

②任意組合に関する会計処理

　　組合の最近の事業報告書又は中間事

業報告書の財産及び損益の状況に基

づいて、組合の資産・負債・収益・

費用を当社の持分割合に応じて計上

しております。

②任意組合に関する会計処理

同左

③連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。

③連結納税制度の適用

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６　のれんの償却に関する事

項

　のれんの償却については、10年間の均

等償却を行っております。ただし、少額

なものは一括償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から3ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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【会計処理の変更】

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

──────

（リース取引に関する会計基準等）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号）（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　当連結会計年度において上記に該当する新規のリー

ス取引はないため、これによる損益に与える影響はあ

りません。
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【表示方法の変更】

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

（連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」は、当連結会計年度に

おいて、負債及び純資産の合計額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「未払金」は284,331千円

であります。

（連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収消費税等」は、当連結会計

年度において、総資産額の100分の５を超えたため区分

掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「未収消費税等」は23,686

千円であります。

２．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「敷金」は、当連結会計

年度において、総資産額の100分の５を超えたため区分

掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「敷金」は13,473千円であ

ります。

３．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「預り金」は、当連結会計年度に

おいて、負債及び純資産の合計額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「預り金」は50,693千円で

あります。

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「設備賃貸料」は、当連結会計

年度において、営業外収益の合計額の100分の10を超え

たため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「設備賃貸料」は14,764千

円であります。

２．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「負ののれん償却額」は、当連

結会計年度において、営業外収益の合計額の100分の10

を超えたため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「負ののれん償却額」は

11,597千円であります。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度

（平成20年５月31日）
当連結会計年度

（平成21年５月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 0千円

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 0千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

　　(イ）担保に供している資産

建物 93,345千円

土地 1,464,827千円

　　計 1,558,172千円

※２　　　　　　　　──────　

 

　 　

　 　

　 　

　　(ロ）上記に対応する債務

短期借入金 475,000千円

一年内返済予定長期借入金 100,000千円

長期借入金 710,000千円
　

　　計 1,285,000千円

　　

　 　

　 　

　 　
　

　 　

※３　土地につきましては、銀行借入金810,000千円に対

する根抵当権（極度額910,000千円）及び㈱クオン

ツ借入金475,000千円に対する次順位の根抵当権

（極度額750,000千円）が設定されております。

※３　　　　　　　　──────　

　４

　当社関連会社（㈱アンティコルムジャパン）にお

いては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当該業務における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,000,000千円

貸出実行残高 64,871千円

差引額 935,128千円

　４　　　　　　　　──────　
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 177,621千円

給与手当 309,017千円

専門家報酬 208,434千円

業務委託費 186,070千円

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 81,440千円

給与手当 178,284千円

専門家報酬 11,895千円

業務委託費 320,309千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 25,376千円

工具器具備品 　　5,846千円

ソフトウェア 4,575千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,061千円

工具器具備品 224千円

　 　

※３　　　　　　　　──────　 ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。　　
　　　　　　

車輌運搬具 3,211千円

　 　

　 　

※４　事業整理損失の内訳は、コンテンツ事業からの撤
退及びAntiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.関係整理
に伴うものであります。

商品評価損 52,685千円

その他 49,509千円

計 102,194千円

 

※４　　　　　　　　　──────　
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 352,243 546,784 － 899,027

合計 352,243 546,784 － 899,027

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加546,784株は下記による増加であります。

１．第三者割当増資による263,000株

２．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による262,984株

３．第14回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による20,800株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 7 － － 7

合計 7 － － 7
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３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権
の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

当連結
会計年度
増加

当連結
会計年度
減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

第５回新株予約権 普通株式 4 － － 4 －

第12回新株予約権 普通株式 545 － 156 389 －

第13回新株予約権 普通株式 120,48117,165137,646 － －

第14回新株予約権 普通株式 － 455,00020,800434,2003,340

第15回新株予約権 普通株式 － 117,000 － 117,000 900

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 43,471 － 43,471 － －

第３回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 9,151 2,211 － 11,362 －

第５回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 － 262,984262,984 － －

合計 　 　 173,652854,360465,057562,9554,240

(注) １．第12回新株予約権の当連結会計年度減少は、従業員等の退職に伴うものであります。

２．第13回新株予約権の当連結会計年度増加のうち、17,165株は行使価格の調整に伴い新株予約権の目的となる

株式の数が調整されたものであります。また、当連結会計年度減少137,646株は当該無担保転換社債型新株予

約権の買入償還によるものであります。

３．第14回新株予約権の当連結会計年度増加455,000株は、当該新株予約権の発行によるものであります。また、当

連結会計年度減少20,800株は、当該新株予約権の行使によるものであります。

４．第15回新株予約権の当連結会計年度増加117,000株は、当該新株予約権の発行によるものであります。

５．第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度減少43,471株は当該無担保転換社債型新株予約

権付社債の繰上償還によるものであります。

６．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、2,211株は行使価額の調整に伴い新

株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。

７．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、262,984株は当該無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行によるものであります。また、当連結会計年度減少262,984株は当該無担保転換社債

型新株予約権付社債の行使によるものであります。

８．上表に残存する新株予約権はすべて権利行使が可能なものであります。
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当連結会計年度（自　平成20年６月１日　至　平成21年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 899,027 1,900,650 － 2,799,677

合計 899,027 1,900,650 － 2,799,677

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加 　　　株は下記による増加であります。

１．第14回新株予約権の一部行使による 　　　65,650株

２．第三者割当による新株式の発行　　　　1,835,000株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 7 － － 7

合計 7 － － 7

　

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権
の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

当連結
会計年度
増加

当連結
会計年度
減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

第５回新株予約権 普通株式 4 － 4 － －

第12回新株予約権 普通株式 389 － － 389 －

第14回新株予約権 普通株式 434,200 － 65,650368,5502,835

第15回新株予約権 普通株式 117,000 － － 117,000 900

第３回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 11,362 － 11,362 － －

合計 　 　 562,955 － 77,016485,9393,735

(注) １．第５回新株予約権の当連結会計年度減少は、権利失効によるものであります。

２．第14回新株予約権の当連結会計年度減少65,650株は、当該新株予約権の行使によるものであります。

３．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度減少は、当該無担保転換社債型新株予約権付社

債の繰上償還によるものであります。

４．上表に残存する新株予約権はすべて権利行使が可能なものであります。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 741,673千円

預入期間が3ヶ月を
越える定期預金

－　千円

現金及び現金同等物 741,673千円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 14,071千円

預入期間が3ヶ月を
越える定期預金

－　千円

現金及び現金同等物 14,071千円
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

　 　
前連結会計年度

（平成20年５月31日）
当連結会計年度

（平成21年５月31日）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,610 7,896 4,286 － － －

小計 3,610 7,896 4,286 － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 3,610 7,896 4,286 － － －

　

２　連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

前連結会計年度
（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年６月１日　至　平成21年５月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

389,496 149,505 36,161 － － －

　

３　時価評価されていない主な有価証券

　

　

前連結会計年度
（平成20年５月31日）

当連結会計年度
（平成21年５月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 　 　

　非上場株式 3,976 3,976

　投資事業組合 13,223 9,339

　新株予約権 － －
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(デリバティブ取引関係)

1.取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引
を行っております。　　　　　　　　　　

(1）取引の内容

──────

(2）取引に対する取組方針
　 デリバティブ取引は、金利変動によるリスク回避　　 
を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり
ます。

(2）取引に対する取組方針

──────

(3）取引の利用目的

　　借入金利の将来の金利市場における金利変動リスクを

回避することを目的としております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

──────

　①　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　(ヘッジ手段)　金利スワップ

　　　(ヘッジ対象)　借入金

　

　②　ヘッジ方針

　　　金利変動リスクを回避するため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

　

　③　ヘッジ有効性の評価方法

　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によっているスワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

　

(4）取引に係るリスクの内容

　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内

の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リ

スクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

──────

(5）取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の実行・管理については、社内管理

規定に従い、資金担当部門が行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

──────

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

──────

　

2.取引の時価等に関する事項

前連結会計年度末(平成20年５月31日)

ヘッジ会計を適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。

　

当連結会計年度末(平成21年５月31日)

期末残高がないため該当事項はありません。
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(退職給付関係)

前連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額（期

末自己都合退職による要支額を計上する簡便法）に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

１．採用している退職給付金制度の概要

一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法（期末自己都合退職による要支給額）を採用しております。

連結会計年度の退職給付引当金残高は、7,295千円であります。

　

当連結会計年度（自平成20年６月１日　至平成21年５月31日）

該当事項ありません。
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動) 　

繰越欠損金 4,622,211千円

貸倒引当金 2,067,929千円

映像コンテンツ評価損 168,759千円

役員退職慰労引当金 117,524千円

ソフトウェア評価損 113,248千円

たな卸資産評価損 102,404千円

その他 28,846千円

小計 7,220,924千円

評価性引当額 7,217,612千円

合計 3,312千円

繰延税金資産(固定) 　

貸倒引当金 454,664千円

投資有価証券評価損 1,422,308千円

関係会社株式評価損 304,778千円

その他 68,968千円

小計 2,250,720千円

評価性引当額 2,225,547千円

合計 25,172千円

繰延税金負債(固定) 　

土地評価差額 345,933千円

その他有価証券評価差額金 17,161千円

合計 363,094千円

繰延税金負債の純額 363,094千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動) 　

繰越欠損金 6,706,729千円

貸倒引当金 694,867千円

映像コンテンツ評価損 48,563千円

役員退職慰労引当金 －千円

ソフトウェア評価損 －千円

たな卸資産評価損 －千円

その他 －千円

小計 7,450,161千円

評価性引当額 7,450,161千円

合計 －千円

繰延税金資産(固定) 　

貸倒引当金 85,939千円

投資有価証券評価損 1,422,308千円

関係会社株式評価損 44,818千円

その他 －千円

小計 1,553,066千円

評価性引当額 1,553,066千円

合計 －千円

繰延税金負債(固定) 　

土地評価差額 －千円

その他有価証券評価差額金 －千円

合計 －千円

繰延税金負債の純額 －千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

　　当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

　同左
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(ストックオプション等関係)

前連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプションの内容

　

　 第５回ストックオプション

付与日 平成17年２月16日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　２名
当社使用人で参与の資格を有する者　　３名
子会社使用人で参与の資格を有する者　７名

株式の種類及び付与（株） 普通株式　600株

権利確定条件
権利確定日(平成17年３月９日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成17年３月９日
至　平成21年３月８日

(注)　株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いス

トックオプション数が調整されております。

　

　 第12回ストックオプション

付与日 平成18年２月７日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　９名
当社使用人で参与の資格を有する者　　10名
子会社使用人で参与の資格を有する者　25名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式　4,330株

権利確定条件
権利確定日(平成19年２月７日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成19年２月７日
至　平成22年２月６日

(注)　株式数に換算して記載しております。
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(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

①　ストックオプションの数

　

　 第５回 第12回

権利確定前 ― ―

権利確定後 　 　

　前連結会計年度末 4 389

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 4 389

(注)　第１回～第６回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いストック

オプションの数が調整されております。

　

②　単価情報

(円)

　 第５回 第12回

権利行使価格 85,948249,422

行使時平均株価 ― ―

公正な評価単価
(付与日)

― ―

(注)　第５回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴い権利行使価格及び

行使時平均株価が調整されております。
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当連結会計年度（自平成20年６月１日　至平成21年５月31日）

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプションの内容

　

　 第５回ストックオプション

付与日 平成17年２月16日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　２名
当社使用人で参与の資格を有する者　　３名
子会社使用人で参与の資格を有する者　７名

株式の種類及び付与（株） 普通株式　600株

権利確定条件
権利確定日(平成17年３月９日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成17年３月９日
至　平成21年３月８日

(注)　株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いス

トックオプション数が調整されております。

　

　 第12回ストックオプション

付与日 平成18年２月７日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　９名
当社使用人で参与の資格を有する者　　10名
子会社使用人で参与の資格を有する者　25名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式　4,330株

権利確定条件
権利確定日(平成19年２月７日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成19年２月７日
至　平成22年２月６日

(注)　株式数に換算して記載しております。
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(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

①　ストックオプションの数

　

　 第５回 第12回

権利確定前 ― ―

権利確定後 　 　

　前連結会計年度末 4 389

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 4 ―

未行使残 ― 389

(注) １．第１回～第６回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いス

トックオプションの数が調整されております。

　

②　単価情報

(円)

　 第５回 第12回

権利行使価格 85,948249,422

行使時平均株価 ― ―

公正な評価単価
(付与日)

― ―

(注) 第５回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴い権利行使価格及び

行使時平均株価が調整されております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成19年６月１日　至平成20年５月31日)

　

　
コンテンツ
事業（千円）

流通事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損失 　 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

980,3403,306,417 － 4,286,757 － 4,286,757

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

69,721 － － 69,721(69,721) －

計 1,050,0613,306,417 － 4,356,479(69,721)4,286,757

営業費用 1,104,1043,219,71616,8344,340,655612,4274,953,082

営業利益
又は営業損失(△)

△54,043 86,701△16,834 15,823(682,148)△666,324

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 639,9441,581,19223,8862,245,0231,601,6743,846,697

減価償却費 3,220 13,862 － 17,082 9,901 26,983

資本的支出 116,12313,611 － 129,735 － 129,735

(注) １．事業区分の方法

　　事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

前連結会計年度まで事業区分としていた「ＩＴ事業」及び「ファイナンス事業」は、重要性が低下したため

「その他事業」に含めることといたしました。

２．各事業の主な内容

(1) コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作・出資及び

映像企画制作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画制作

(2) 流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3) その他事業……………ファイナンス事業　投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、そ

の他金融・投資事業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は631,812千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,075,265千円であり、その主なものは現金及び

預金、関係会社株式等であります。
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当連結会計年度(自平成20年６月１日　至平成21年５月31日)

　

　
コンテンツ
事業（千円）

流通事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損失 　 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

169,1862,094,833 ― 2,264,020 ― 2,264,020

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 169,1862,094,833 ― 2,264,0202,264,0202,264,020

営業費用 226,0802,088,881 63 2,315,026633,4682,948,494

営業利益
又は営業損失(△)

△56,893 5,952 △63 △51,005△633,468△684,473

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

　 　 　 　 　 　

資産 691,1391,551,44410,2022,252,785△2,151,271101,515

減価償却費 4,382 9,686 ― 14,068 12,023 26,092

資本的支出 ― ― ― ― ― ―

(注) １．事業区分の方法

　　事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1) コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作・出資及び

映像企画制作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画制作

(2) 流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3) その他事業……………ファイナンス事業　投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、そ

の他金融・投資事業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は△2,200,756千円であり、その主なものは

管理部門の費用及び全社経費等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は49,485千円であり、その主なものは現金及び預

金、関係会社株式等であります。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自平成20年６月１日　至平成21年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自平成20年６月１日　至平成21年５月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自平成19年６月１日　至平成20年５月31日)

　　　　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自平成20年６月１日　至平成21年５月31日)

　　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１株当たり純資産額 917.79円１株当たり純資産額 △31.46円

１株当たり当期純損失 5,305.33円１株当たり当期純損失 1,116.52円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　

(注)　算定上の基礎は以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 831,176 △84,339

普通株式に係る純資産額 825,113 △88,074

差額の主な内訳 　 　

　新株予約権 4,240 3,735

　少数株主持分 1,822 －

普通株式の発行済株式数（株） 899,027 2,799,677

普通株式の自己株式数（株） 7 7

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

899,020 2,799,670

　

２．１株当たり当期純損失

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

当期純損失（千円） 2,235,250 1,101,906

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 2,235,250 1,101,906

普通株式の期中平均株式数（株） 421,321 986,911
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１．当社の㈱クオンツからの短期借入金475,000千円に

ついて、当初の返済期限は平成20年８月15日となって

おりましたが、両者の合意に基づき、延長されておりま

す。

２．平成20年８月15日付で第３回無担保転換社債型新株

予約権付社債の契約条項により、社債権者からの繰上

償還の申出を受理し、下記の通り当該新株予約権付社

債の全額を繰上償還いたしました。

(1) 繰上償還を行う理由

発行要項「償還の方法２ 償還の方法及び期

限」の第（3）号の規定により、社債権者であ

る、㈱クロニクルより繰上償還の申出がなされ

たためであります。

(2) 繰上償還する銘柄

株式会社アーティストハウスホールディング

ス第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位

特約付）

(3) 繰上償還金額

100,000,000円

(4) 繰上償還日

平成20年８月15日

(5) 繰上償還する社債の概要
　

① 発行日 平成18年8月18日

② 償還期限 平成21年8月18日

③ 発行総額 500,000,000円

④ 償還後残高 0円

　　　　　　　　　──────
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⑤ 【連結附属明細表】（平成21年５月31日現在）

【社債明細表】

　

会社名 銘柄
発行年月日
(平成年月日)

前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保
償還期限
(平成年月日)

㈱アーティストハウス
ホールディングス

第３回無担保
転換社債型
新株予約権付社債
（注）２．

18.８.18 100,000
 

( 　　－)
－ なし 21.８.18

合計 　 　 100,000
 

(　　－ )
　　－ 　 　

(注) １．前期期末残高の100,000千円につきまして、平成20年８月15日付で繰上償還請求を受け、全額繰上償還いたし

ました。なお、概要は前連結会計年度における「重要な後発事象」に記載のとおりであります。

２．新株予約権付社債の内容

発行すべき

株式の内容

新株予約権の

発行価額(円)

株式の発行

価額(円)

発行価額の

総額(千円)

新株予約権の

行使により発

行した株式の

発行価額の総

額（千円）

新株予約権

の付与割合

(％)

新株予約権の

行使期間

代用払込

に関する

事項

普通株式 無償 8,801.2 500,000 399,988 100
平成18年８月19日から

平成21年８月３日まで
（注）

（注）新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はその払込金額と同額
とする。なお、交付株式数に転換価額を乗じた額が本社債の払込金額を下回る場合には、その差額分を精算金として交付す
る。
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 475,972 ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 100,000 ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）

710,000 ― ― ―

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

― ― ― ―

その他有利子負債 ― ― ― ―

計 1,285,972 ― ― ―

　

　

　

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　

　
第１四半期

(自 平成20年６月１日
至 平成20年８月31日)

第２四半期
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

第３四半期
(自 平成20年12月１日
至 平成21年2月28日)

第４四半期
(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)

売上高 (千円)  919,550  717,418 626,394 ―

税金等調整前
四半期純利益又は　
四半期純損失（△）

(千円) △184,276 115,807 △843,744 ―

四半期純利益又は　　

　 四 半 期 純 損 失

（△）

(千円) △196,127 113,155 △847,537 ―

１株当たり
四半期純利益又は　　
四半期純損失（△）

(円) △21.58 117.30 △878.57 ―

（注）平成21年４月28日付で東京証券取引所において上場廃止となったことに伴い、第４四半期は記載しておりませ

ん。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年５月31日)

当事業年度
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 303,660 12,645

売掛金 ※１
 29,060 －

前払費用 2,689 －

短期貸付金 5,001,305 1,698,956

未収入金 － 8,724

未収消費税等 － 5,521

預け金 53,113 3,113

その他 68,141 125

貸倒引当金 △5,080,508 △1,707,711

流動資産合計 377,461 21,374

固定資産

有形固定資産

建物 2,534 12,710

減価償却累計額 △298 △2,092

建物（純額） 2,236 10,617

車両運搬具 14,285 －

減価償却累計額 △992 －

車両運搬具（純額） 13,292 －

工具、器具及び備品 4,965 8,335

減価償却累計額 △3,145 △4,577

工具、器具及び備品（純額） 1,819 3,758

有形固定資産合計 17,349 14,375

無形固定資産

ソフトウエア 2,712 1,108

その他 283 283

無形固定資産合計 2,996 1,391

投資その他の資産

投資有価証券 3,976 3,976

関係会社株式 ※４
 668,982 0

破産更生債権等 411,205 211,205

長期前払費用 4,445 938

敷金 － 7,428

その他 55 －

貸倒引当金 △411,205 △211,205

投資その他の資産合計 677,458 12,343

固定資産合計 697,803 28,110

資産合計 1,075,265 49,485
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年５月31日)

当事業年度
(平成21年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 971 971

短期借入金 ※2, ※3
 475,000 －

未払金 50,260 104,897

未払費用 10,794 2,917

未払法人税等 2,341 10,660

預り金 39,590 16,098

その他 128 23

流動負債合計 579,088 135,569

固定負債

社債 100,000 －

固定負債合計 100,000 －

負債合計 679,088 135,569

純資産の部

株主資本

資本金 4,018,263 4,113,433

資本剰余金 415,637 510,741

利益剰余金 △4,040,086 △4,712,117

自己株式 △1,877 △1,877

株主資本合計 391,937 △89,819

新株予約権 4,240 3,735

純資産合計 396,177 △86,084

負債純資産合計 1,075,265 49,485
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年6月1日
 至 平成20年5月31日)

当事業年度
(自 平成20年6月1日
 至 平成21年5月31日)

売上高 ※１
 81,235

※１
 9,791

売上原価 276 7,354

売上総利益 80,959 2,437

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 ※２
 631,536

※２
 491,901

営業損失（△） △550,577 △489,463

営業外収益

受取利息 622 18,291

受取配当金 40 0

投資事業組合運用益 21,479 －

その他 405 441

営業外収益合計 22,546 18,732

営業外費用

支払利息 46,849 20,801

株式交付費 1,474 －

貸倒引当金繰入額 971 －

事務所移転費用 － 10,568

為替差損 50,191 －

その他 6,077 －

営業外費用合計 105,564 31,369

経常損失（△） △633,594 △502,100

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 21,144

投資有価証券売却益 111,777 －

債務免除益 19,500 －

受取違約金 － 90,000

受取和解金 12,000 15,687

その他 6,128 889

特別利益合計 149,406 127,722

特別損失

固定資産除却損 ※３
 32,866

※３
 2,285

固定資産売却損 ※４
 －

※４
 3,211

貸倒引当金繰入額 473,905 －

子会社株式売却損 － 218,982

投資有価証券売却損 21,829 －

和解金 － 90,000

その他 54,473 －

特別損失合計 583,075 314,479

税引前当期純損失（△） △1,067,263 △688,858

法人税、住民税及び事業税 1,041 △16,827

当期純損失（△） △1,068,305 △672,030
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,730,125 4,018,263

当期変動額

新株の発行 416,182 95,169

減資 △2,128,045 －

当期変動額合計 △1,711,862 95,169

当期末残高 4,018,263 4,113,433

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,812,456 415,637

当期変動額

新株の発行 415,637 95,104

欠損填補 △1,812,456 －

当期変動額合計 △1,396,819 95,104

当期末残高 415,637 510,741

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △6,912,282 △4,040,086

当期変動額

減資 2,128,045 －

欠損填補 1,812,456 －

当期純損失（△） △1,068,305 △672,030

当期変動額合計 2,872,195 △672,030

当期末残高 △4,040,086 △4,712,117

自己株式

前期末残高 △1,877 △1,877

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,877 △1,877

株主資本合計

前期末残高 628,422 391,937

当期変動額

新株の発行 831,819 190,273

減資 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △1,068,305 △672,030

当期変動額合計 △236,485 △481,756

当期末残高 391,937 △89,819
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △12,593 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

12,593 －

当期変動額合計 12,593 －

当期末残高 － －

新株予約権

前期末残高 50,000 4,240

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,760 △505

当期変動額合計 △45,760 △505

当期末残高 4,240 3,735

純資産合計

前期末残高 665,829 396,177

当期変動額

新株の発行 831,819 190,273

当期純損失（△） △1,068,305 △672,030

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,167 △505

当期変動額合計 △269,652 △482,261

当期末残高 396,177 △86,084
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

　当社は、当事業年度に550,577千円の営業損失、
1,068,305千円の当期純損失を計上しております。また、
前事業年度に654,357千円の営業損失、6,912,282千円の
当期純損失を計上しており、継続して損失を計上してお
ります。
　当事業年度において計上した損失の主な要因は債権に
対する貸倒引当金の計上、及び人件費、業務委託費、支払
報酬などで多額の固定費が発生していることに起因して
おります。
　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か
せるものであります。
　こうした状況の改善のために、前連結会計年度において
当社グループの赤字事業であったコンテンツ事業からの
撤退方針に基づき、当事業年度にコンテンツ事業の大幅
な整理及び子会社のリストラ・縮小を行うとともに、多
額の資産評価損を計上した持分法適用会社である
Antiquorum S.A.グループとの関係を整理しており、これ
らの赤字補填のための追加貸付及び貸倒引当の追加実施
の発生はなく、マイナスの影響は大幅に減少することを
見込んでおります。
　また、その他の事業として行っておりましたファイナン
ス事業については前経営陣により閉鎖を検討しておりま
したが、当該事業につきましては、その投資対象を①規模
として３千万～２億円といった中小の規模に限定し、②
回収期間が６ヶ月～２年といった短期のものに限定、③
今年から来年にかけては買い場と言われる国内不動産に
対する投資案件も積極的に開拓し投資対象とし、④従来
からの上場、未上場有価証券への投資、及び上場、未上場
企業への投融資事業を継続するといった施策のもとに、
従前より大幅にリスクを軽減した投資に限定して継続・
展開することといたしました。
　特に当社グループの主力である連結子会社㈱ミュー
ジックランドを介して中古楽器への投資は当社グループ
内ネットワークを活用した当社グループならではの独自
の投資として今後期待が持てるものと判断しており、ま
たこうした投資手法は今後の当社のホールディングカン
パニーとしての明確なポジショニング構築と各事業会社
との機動的な関係の構築、それに伴うグループ全体への
波及効果の高い投融資事業の確立という大きな効果とメ
リットを当社のみならず、グループ各社にもたらすもの
と判断しております。
　さらに借入金の返済等による有利子負債の圧縮と支払
利息の縮小を図り、従来は手付かずであった当社経費の
大幅な見直しと緊縮化も引続き行い、販管費の圧縮によ
る固定費の削減を見込んでおります。
　上記施策のために必要となる現金の創出については、当
社においては増資等による資金調達を中心に行っていく
方針であり、新株予約権の行使を含め、引き受け予定先と
協議に入る予定となっております。
　こうした施策の計画的な実施により、当社はその収益基
盤の改善及び安定した財務体質の構築を図ることによ
り、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも
のと判断しております。
　従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され
ており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反
映しておりません。

　当社は、当事業年度に489,463千円の営業損失、672,030
千円の当期純損失を計上しております。また、前事業年度
に550,577千円の営業損失、1,068,305千円の当期純損失
を計上しており、継続して損失を計上しております。
　当事業年度において計上した損失の主な要因は債権に
対する貸倒引当金の計上、及び人件費、業務委託費、支払
報酬などで多額の固定費が発生していることに起因して
おります。
当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か
せるものであります。
　前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事
業からの撤退方針に基づき、当事業年度にコンテンツ事
業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行いまし
た。しかしながら、東京証券取引所における上場廃止に伴
い、資金調達に関しては従来と比較して大幅に制限され
ている現状であり、今後の事業伸長の施策といたしまし
ては、キャッシュフローの強化を図り、当社の組織再編と
共に、赤字体質からの脱却と、収益性の高い事業を積み重
ね、今後当社として、小売流通等生活関連事業の展開を優
先課題として展開し、推進して参ります。
　しかし、これらの対応策を関係者と協議を行いながら進
めている途上であるため現時点では継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められます。
  従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成さ
れており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には
反映しておりません。
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

　 (2）その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

(2）その他有価証券

　　　　 　──────

 

　 　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　定率法によっております。なお、主な

耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～18年

工具器具備品 ３～８年

(1）有形固定資産

 

同左

　 　(追加情報)

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　　なお、この変更による影響額は軽微

であります。

　

　　

　　

　 (2）無形固定資産

　　定額法によっております。

　(ソフトウェア)

　　自社利用のソフトウエアについては

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(2）無形固定資産

同左

　(ソフトウェア)

同左

　 　(映像コンテンツ)

　　映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外

部購入による映像使用権の取得原価

を含めており、作品毎の取得原価の

金額を過去の実績に基づいて、劇場

上映権、ビデオ化権及びテレビ放映

権等に分類し、それぞれの権利行使

による収益獲得時に一括償却してお

ります。ただし、自社でビデオ・DVD

を販売する場合は、見積回収期間(１

年)にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

　(映像コンテンツ)

同左
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項目
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

　　支出時に全額費用処理しておりま

す。

株式交付費

　　　　　　 　同左

　 　 　

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

貸倒引当金

同左

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）任意組合（映画投資組合）の会計

処理

　組合の最近の事業報告書又は中間

事業報告書の財産及び損益の状況に

基づいて、組合の資産・負債・収益

・費用を当社の持分割合に応じて計

上しております。

(2）任意組合（映画投資組合）の会計

処理

同左

(3）連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。

(3）連結納税制度の適用

同左
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【会計処理の変更】

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

──────

(リース取引に関する会計基準等) 

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号）（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

　当事業年度において上記に該当する新規のリース取

引はないため、これによる損益に与える影響はありま

せん。
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【表示方法の変更】

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

（貸借対照表）

１．「預け金」は、前事業年度までは流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度末に

おいて重要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前事業年度末の「預け金」の金額は3,113千円

であります。

（貸借対照表）

１．「未収消費税等」は、前事業年度までは流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度末において重要性が増したため独立掲記しておりま

す。

　なお、前事業年度末の「未収消費税等」の金額は

12,188千円であります。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

（平成20年５月31日）
当事業年度

（平成21年５月31日）

※１　関係会社

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 29,052千円

  １　　              ──────

 

　 　

　２　偶発債務

　(1) 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

㈱ミュージックランド 770,000千円

　２　　              ──────

 

　 　

　３

　(1）当社連結子会社（アーティストフィルム他10社）

においては、運転資金の効率的な調達を行うため、当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当該業務における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

11,800,000千円

貸出実行残高 4,336,202千円

差引額 7,463,797千円

　３　　              ──────

 

 

　(2）当社関連会社（㈱アンティコルムジャパン）にお

いては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当該業務における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,000,000千円

貸出実行残高 64,871千円

差引額 935,128千円

　

※４　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(イ) 担保に供している資産

関係会社株式 491,320千円

(ロ) 上記に対応する債務

短期借入金 475,000千円

※４　　              ──────
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 80,868千円

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への販売手数料 1,593千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は　 1.9％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は98.1％

であります。主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

役員報酬 53,416千円

給与 49,124千円

業務委託費 154,867千円

支払報酬 201,377千円

地代家賃 36,257千円

旅費交通費 38,671千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は　 1.9％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は98.1％

であります。主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

役員報酬 41,600千円

給与 36,426千円

業務委託費 319,971千円

支払報酬 11,014千円

地代家賃 18,279千円

旅費交通費 23,399千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 23,835千円

工具器具備品 4,455千円

ソフトウェア 4,575千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,061千円

工具器具備品 224千円

　 　

※４　　　　　　　　──────　

　 　

　 　

　 　

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 3,211千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数 (株)

自己株式 　 　 　 　

　普通株式 7 － － 7

合計 7 － － 7

　

当事業年度（自平成20年６月１日　至平成21年５月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数 (株)

自己株式 　 　 　 　

　普通株式 7 － － 7

合計 7 － － 7

　

次へ
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 　

繰越欠損金 3,528,049千円

貸倒引当金 2,067,258千円

その他 28,846千円

繰延税金資産（流動）小計 5,624,154千円

評価性引当額 △5,624,154千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

繰延税金資産（固定） 　

貸倒引当金 167,319千円

投資有価証券評価損 1,422,308千円

子会社株式評価損 304,778千円

その他 68,968千円

繰延税金資産（固定）小計 1,963,375千円

評価性引当額 △1,963,375千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 　

繰越欠損金 5,364,571千円

貸倒引当金 694,867千円

その他 －千円

繰延税金資産（流動）小計 6,059,439千円

評価性引当額 6,059,439千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

繰延税金資産（固定） 　

貸倒引当金 85,939千円

投資有価証券評価損 1,422,308千円

子会社株式評価損 44,818千円

その他 －千円

繰延税金資産（固定）小計 1,553,066千円

評価性引当額 1,553,066千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

　　当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

同左
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１株当たり純資産額 435.96円１株当たり純資産額 △32.08円

１株当たり当期純損失 2,535.60円１株当たり当期純損失 680.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　

(注)　算定上の基礎は以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 396,177 △86,084

普通株式に係る純資産額（千円） 391,937 △89,819

差額の主な内訳（千円）
　新株予約権

4,240 3,735

普通株式の発行済株式数（株） 899,027 2,799,677

普通株式の自己株式数（株） 7 7

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

899,020 2,799,670

　

２．１株当たり当期純損失

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１株当たり当期純損失（円） 2,535.60 680.94

当期純損失（千円） 1,068,305 672,030

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,068,305 672,030

期中平均株式数（株） 421,321 986,911
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当事業年度
(自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日)

１．当社の㈱クオンツからの短期借入金475,000千円に

ついて、当初の返済期限は平成20年８月15日となって

おりましたが、両者の合意に基づき、延長されておりま

す。

２．平成20年８月15日付で第３回無担保転換社債型新株

予約権付社債の契約条項により、社債権者からの繰上

償還の申出を受理し、下記の通り当該新株予約権付社

債の全額を繰上償還いたしました。

(1) 繰上償還を行う理由

発行要項「償還の方法２ 償還の方法及び期

限」の第（3）号の規定により、社債権者であ

る、㈱クロニクルより繰上償還の申出がなされ

たためであります。

(2) 繰上償還する銘柄

株式会社アーティストハウスホールディング

ス第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位

特約付）

(3) 繰上償還金額

100,000,000円

(4) 繰上償還日

平成20年８月15日

(5) 繰上償還する社債の概要
　

① 発行日 平成18年8月18日

② 償還期限 平成21年8月18日

③ 発行総額 500,000,000円

④ 償還後残高 0円

　　　　　　　　　　──────
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④ 【附属明細表】

【株式】

　
銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

バウンディ㈱ 200 3,976

計 － 3,976

（注）バウンディ㈱は、平成18年９月15日付でスリーディーシステムから商号変更しております。

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

建物 2,53412,7102,53412,710 2,092 2,092 10,617

車両運搬具 14,285 － 14,285 － － － －

工具器具備品 4,965 3,640 270 8,335 4,577 1,517 3,758

有形固定資産計
21,78516,35017,08921,045 6,669 3,609 14,375

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

ソフトウェア － － － 14,238 13,1301,604 1,108

その他 － － － 283 － － 283

無形固定資産計 － － － 14,521 13,1301,604 1,391

長期前払費用 20,5154,205 7,350 1,300 361 361 938

(注) １.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

建物 本社設備 12,710千円

２.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

建物 本社設備 2,534千円

車輌運搬具 本社車輌 14,285千円

工具器具備品 本社設備 270千円

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金
（流動資産）

5,080,508128,5003,391,468109,8281,707,711

貸倒引当金
(投資その他の資産）

411,205 － 104,409 95,590 211,205

(注)　貸倒引当金(流動資産)の当期減少額(目的使用)は主に売却した子会社に対する債権放棄による債権の減少による

ものであります。また、当期減少額(その他)は、主に一般債権の減少によるものであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

　
区分 金額(千円)

現金 12

預金 　

普通預金 12,632

小計 12,645

合計 12,645

　　
　

ロ．関係会社短期貸付金

　
区分 金額(千円)

Artist House Investment Aisa Limited 443,161

㈱アーティストハウスインベストメント 355,742

㈱NEO ONE 406,130

合計 1,205,034

　

ハ．未収消費税等

区分 金額(千円)

麻布税務署 5,521

合計 5,521

　

ニ．預け金

区分 金額(千円)

中央三井信託銀行㈱ 3,113

合計 3,113
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②　固定資産

　
イ．破産更正債権等

　
区分 金額(千円)

㈱マインドギア 61,956

天野　秀起 40,000

㈱ブリード 24,319

㈱シャドウエンターテイメント 21,533

タフ 20,000

その他 43,397

合計 211,205

　

ロ．敷金

区分 金額(千円)

㈲オーファンド 7,428

合計 7,428
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②　流動負債

イ．未払金

区分 金額(千円)

中央三井信託銀行㈱ 70,104

その他 34,793

合計 104,897

　

ロ．未払費用

区分 金額(千円)

社会保険料 917

その他 2,000

合計 2,917

　

ハ．未払法人税等

区分 金額(千円)

未払住民税・未払事業税 10,660

合計 10,660

　

　　
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

剰余金の配当の基準日 11月30日、５月31日

１単元の株式数 　－

株式の名義書換え 　

取扱場所  東京都港区南青山２丁目27番７号　当社管理部

株主名簿管理人 　－

取次所 　－

名義書換手数料 　無料

新券交付手数料 　－

単元未満株式の買取り 　

取扱場所 　－

株主名簿管理人 　－

取次所 　－

買取手数料 　－

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故やその他のやむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
http://www.artisthouse.co.jp/

(注）株式の名義書換えを行う本店所在地は平成21年８月31日付で以下のとおり変更となりました。

 　　　大阪市中央区本町４丁目５番地16号　当社管理部
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第９期）（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

平成20年８月29日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

平成20年８月29日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書

平成20年12月３日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

① 第10期第１四半期（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）　平成20年10月15日関東財務局

長に提出

② 確認書　平成20年10月15日関東財務局長に提出

③ 第10期第２四半期（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）　平成21年１月14日関東財務局

長に提出

④ 確認書　平成21年１月14日関東財務局長に提出

⑤ 第10期第３四半期（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日）　平成21年４月13日関東財務局

長に提出

⑥ 確認書　平成21年４月13日関東財務局長に提出

(4) 訂正四半期報告書、確認書、訂正確認書

① 平成20年10月15日提出の四半期報告書に係る訂正四半期報告書

平成20年12月８日関東財務局長に提出

② 確認書　平成20年12月９日関東財務局長に提出

③ 平成20年12月９日提出の訂正確認書に係る訂正確認書

平成20年12月15日関東財務局長に提出

④ 平成20年12月15日提出の訂正確認書に係る訂正確認書

平成21年１月30日関東財務局長に提出

⑤ 平成20年12月15日提出の訂正確認書に係る訂正確認書

平成21年１月30日関東財務局長に提出

⑥ 平成21年１月14日提出の四半期報告書に係る訂正四半期報告書

平成21年２月５日関東財務局長に提出

⑦ 確認書　平成21年２月５日関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書、訂正臨時報告書

① 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時

報告書　平成20年８月19日関東財務局長に提出

② 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号ならびに第19号（財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書　平成20年

９月８日関東財務局長に提出
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③ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（一時会計監査人選任）の規定に基

づく臨時報告書　平成20年12月３日関東財務局長に提出

④ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（会計監査人選任）の規定に基づく

臨時報告書　平成20年12月３日関東財務局長に提出

⑤ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号ならびに第19号（特別損失）の規定に基

づく臨時報告書　平成20年12月４日関東財務局長に提出

⑥ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表者の異動）の規定に基づく臨時報

告書　平成20年12月８日関東財務局長に提出

⑦ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づ臨時報

告書　平成20年12月９日関東財務局長に提出

⑧ 平成20年12月３日提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書

平成20年12月17日関東財務局長に提出

⑨ 平成20年12月３日提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書

平成20年12月17日関東財務局長に提出

⑩ 平成20年12月８日提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書

平成20年12月17日関東財務局長に提出

⑪ 平成20年12月８日提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書

平成21年１月９日関東財務局長に提出

⑫ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号ならびに第19号（財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書　平成21年

３月３日関東財務局長に提出

⑬ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（一時会計監査人選任）の規定に基

づく臨時報告書　平成21年８月19日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年８月22日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

プライム監査法人

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　磯　　秀　雄　　　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　立　澤　　龍　次　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アーティストハウスホールディングスの平成19年６月１日から平成20年５月31日ま

での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社アーティストハウスホールディングス及び連結子会社の平成20年５月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

（追記情報）

１. 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度に666,324千円の営業損失、

2,235,250千円の当期純損失を計上した。また前連結会計年度に1,698,337千円の営業損失、6,067,417千円の当期

純損失を計上しており継続して損失を計上した。さらに、当連結会計年度に579,086千円と重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況

に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表及びその附属明細表は経営計画等が達成可能と

いう前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表及びその

附属明細表には反映していない。

２．会社の（株）クオンツからの短期借入金475,000千円について、平成20年８月15日となっていた当初の返済期限

は、両者の合意に基づき延長された。

３．社債権者である（株）クロニクルよりの繰上償還の申出により、平成20年８月15日に第３回無担保転換社債型新

株予約権付社債100,000千円の全額を繰上償還した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

平成21年８月28日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

加藤公認会計士事務所

　

　 　 公認会計士　　加　藤　　昇　　　　　㊞

　

　

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社アーティストハウスホールディングスの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結

会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、私の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私

に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社アーティストハウスホールディングス及び連結子会社の平成21年５月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度に684,473千円の営業損失、

1,101,906千円の当期純損失を計上した。また前連結会計年度に666,324千円の営業損失、2,235,250千円の当

期純損失を計上しており継続して損失を計上した。さらに、当連結会計年度に46,664千円の重要なマイナスの

営業キャッシュ・フローを計上した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表及びその附属明細表は経営計画等

が達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財

務諸表及びその附属明細表には反映していない。

　

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年８月22日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

プライム監査法人

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　磯　　秀　雄　　　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　立　澤　　龍　次　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アーティストハウスホールディングスの平成19年６月１日から平成20年５月31日ま

での第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社アーティストハウスホールディングスの平成20年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１. 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に550,577千円の営業損失、1,068,305

千円の当期純損失を計上した。また前事業年度に654,357千円の営業損失、6,912,282千円の当期純損失を計上し

ており継続して損失を計上した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況

に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表及びその附属明細表は経営計画等が達成可能という

前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表及びその附属明細

表には反映していない。

２．会社の（株）クオンツからの短期借入金475,000千円について、平成20年８月15日となっていた当初の返済期限

は、両者の合意に基づき延長された。

３．社債権者である（株）クロニクルよりの繰上償還の申出により、平成20年８月15日に第３回無担保転換社債型新

株予約権付社債100,000千円の全額を繰上償還した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成21年８月28日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

加藤公認会計士事務所

　

　 　 公認会計士　　加　藤　　昇　　　　㊞

　

　

私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アーティストハウスホールディングスの平成20年6月1日から平成21年5月31日までの第10期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私

に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社アーティストハウスホールディングスの平成21年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業

年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に489,463千円の営業損失、

672,030千円の当期純損失を計上した。また前事業年度に550,577千円の営業損失、1,068,305千円の当期純損

失を計上しており継続して損失を計上した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表及びその附属明細表は経営計画等

が達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表及びその附属明細表には反映していない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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